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回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 （百万円） 29,057 28,647 25,993 15,097 11,081

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 1,096 93 7 △3,012 △2,312

親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）

（百万円） 837 △522 △118 △2,884 △2,711

包括利益 （百万円） 994 △895 △846 △2,558 △2,784

純資産額 （百万円） 15,683 14,610 13,588 10,853 7,996

総資産額 （百万円） 53,097 51,836 48,245 50,297 52,344

１株当たり純資産額 （円） 1,781.44 1,659.31 1,542.85 1,231.35 906.11

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△）
（円） 95.29 △59.46 △13.53 △328.42 △308.72

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 29.5 28.1 28.1 21.5 15.2

自己資本利益率 （％） 5.5 － － － －

株価収益率 （倍） 20.06 － － － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 783 463 766 △3,034 △1,408

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △2,002 △1,257 △731 △1,022 △535

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △210 △1,124 △552 4,834 1,040

現金及び現金同等物の期末残

高
（百万円） 5,649 3,731 3,214 3,991 3,087

従業員数
（人）

659 685 713 710 680

[外、平均臨時雇用者数] [302] [293] [269] [249] [200]

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第100期は潜在株式が存在しないため、第101期から第

104期は１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第104期の期首から適用して

おり、第104期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

- 1 -



回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 （百万円） 25,813 25,207 22,528 11,843 7,786

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 932 △54 △158 △3,038 △2,177

当期純利益又は当期純損失

（△）
（百万円） 731 △612 △211 △2,856 △2,540

資本金 （百万円） 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141

発行済株式総数 （株） 8,808,778 8,808,778 8,808,778 8,808,778 8,808,778

純資産額 （百万円） 13,929 12,772 11,669 8,941 6,275

総資産額 （百万円） 50,026 48,493 44,757 45,901 48,380

１株当たり純資産額 （円） 1,585.69 1,454.06 1,328.56 1,018.02 714.44

１株当たり配当額
（円）

20.00 20.00 20.00 － －

(うち１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△）
（円） 83.28 △69.74 △24.07 △325.16 △289.26

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 27.8 26.3 26.1 19.5 13.0

自己資本利益率 （％） 5.4 － － － －

株価収益率 （倍） 22.95 － － － －

配当性向 （％） 24.02 － － － －

従業員数
（人）

520 540 550 550 519

[外、平均臨時雇用者数] [273] [265] [241] [222] [168]

株主総利回り （％） 120.2 101.2 89.2 93.8 89.3

（比較指標：配当込み

TOPIX（東証株価指数））
（％） (115.9) (110.0) (99.6) (141.5) (144.3)

最高株価 （円） 1,960 1,947 1,809 1,564 1,537

最低株価 （円） 1,609 1,442 1,047 1,130 1,326

(2）提出会社の経営指標等

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第100期は潜在株式が存在しないため、第101期から第

104期は１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第104期の期首から適用して

おり、第104期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

３．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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２【沿革】

1944年３月　磐城炭礦株式会社と入山採炭株式会社の両社が合併し、常磐炭礦株式会社を東京都中央区銀座に

設立

　資本金3,150万円

1944年９月　神の山炭礦株式会社及び中郷無煙炭礦株式会社を合併

1949年５月　東京証券取引所市場第一部に上場

1953年３月　双葉貨物自動車株式会社を設立（現　常磐港運株式会社　連結子会社）

1961年12月　小名浜港石炭荷役株式会社を設立（現　常磐港運株式会社　連結子会社）

1963年３月　株式会社常磐製作所を設立（現　連結子会社）

1966年１月　常磐ハワイアンセンター（現　スパリゾートハワイアンズ）開業

1970年７月　常磐湯本温泉観光株式会社を合併するとともに石炭生産部門を1970年５月設立の新常磐炭礦株式会社

（1970年７月常磐炭礦株式会社と商号変更）に営業譲渡し、商号を常磐興産株式会社と改め再発足

1973年６月　株式会社東北造園設計事務所を設立（現　株式会社クレストコーポレーション）

1975年４月　常磐紙業株式会社を合併

1978年６月　いわき紙器株式会社を設立

1982年10月　常磐コンクリート工業株式会社を合併

1985年９月　常磐炭礦株式会社を合併

1989年１月　株式会社常磐エンジニアリングを設立

1989年10月　常磐興産倉庫株式会社を合併

1990年７月　常磐プラスチック工業株式会社を設立

1990年12月　株式会社クレストビルを設立（2005年11月　株式会社ＪＫリアルエステートに商号変更）

1991年５月　株式会社ホテルクレスト札幌を設立

1992年10月　バキューム・コンクリート株式会社を合併

1993年12月　株式会社テクノ・クレストを設立

1995年２月　株式会社シーエス・メンテックを設立（2005年6月　常磐メンテック株式会社に商号変更）

1996年９月　株式会社ジェイ・アイ・ピーを設立

2002年１月　常磐興産ピーシー株式会社を設立

2002年８月　ＰＣ事業部門を常磐興産ピーシー株式会社に吸収分割

2002年10月　包装事業部門を新設分割することにより、常磐パッケージ株式会社を設立

2002年10月　ときわ流通株式会社と小名浜港セメント荷役株式会社が合併することにより、常磐港運株式会社を

設立（現　連結子会社）

2003年８月　本店所在地を福島県いわき市に移転

2005年３月　株式会社常磐製作所が、常磐製鋼原料株式会社を吸収合併

2005年４月　株式会社ジェイ・ケイ・レストランサービス、株式会社ジェイ・ケイ・スタッフ、株式会社クレス

トヒルズの業務内容を直営化し、上記３社を連結対象から除外

2005年５月　株式会社山海館を合併

2006年２月　開発事業部門を株式会社ＪＫリアルエステートに吸収分割

2006年２月　株式会社茨城サービスエンジニアリングの全株式を譲渡し、連結対象から除外

2006年３月　株式会社クレストコーポレーションの全営業内容を、株式会社ＪＫリアルエステートへ承継

2006年３月　株式会社ジェイ・ケイ・スタッフの清算が結了

2007年３月　減資、株式併合、第三者割当増資により、株式会社常磐エンジニアリングを連結対象から除外

2007年３月　常磐メンテック株式会社の清算が結了

2007年４月　株式会社クレストコーポレーションを連結対象から除外

2007年９月　常磐興産ピーシー株式会社の一部事業譲渡等を決定

2008年４月　株式会社テクノ・クレストの全株式を譲渡し、連結対象から除外

2008年10月　常磐パッケージ株式会社の全株式を譲渡し、これに伴い同社子会社３社（いわき紙器株式会社、株式

会社ジェイ・アイ・ピー、常磐プラスチック工業株式会社）とも異動し、連結対象から除外

2010年４月　株式会社ＪＫリアルエステートを吸収合併

2012年４月　株式会社ホテルクレスト札幌を連結対象から除外

2014年３月　株式会社常磐興産ピーシーの清算が結了

2019年４月　株式会社北茨城ファームを設立（現　連結子会社）

2022年４月　東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行
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３【事業の内容】

当社及び当社の関係会社（子会社７社、関連会社２社により構成）においては、観光事業、燃料商事事業、製造

関連事業、運輸業、アグリ事業の５部門に関係する事業を主として行っており、そのサービスは多種にわたってお

ります。

また、次の５部門は「第５　経理の状況　１．(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一

であります。

（観光事業）

当社が総合レジャー・リゾート施設（スパリゾートハワイアンズ、スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコース）

を経営しております。

（燃料商事事業）

当社が、石炭・石油・クリーンエネルギーによる電力その他商品の販売を行っております。

（製造関連事業）

㈱常磐製作所が機械、鋳物の製造販売を行っております。

（運輸業）

常磐港運㈱、小名浜海陸運送㈱（持分法適用関連会社）が運輸を行っております。

（アグリ事業）

㈱北茨城ファームが農作物の生産・販売を行っております。

（その他）

常磐湯本温泉㈱（持分法適用関連会社）が温泉の揚湯及び給湯業を行っており、当社の経営する「スパリゾート

ハワイアンズ」に対しても温泉を供給しております。
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

◎　連結子会社

○　持分法適用関連会社
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名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

㈱常磐製作所 福島県いわき市 60
製造関連

事業
98.0

役員の兼任　：３名

資金の援助　：貸付金440百万円

営業上の取引：なし

設備の賃貸借：なし

常磐港運㈱ 福島県いわき市 64 運輸業 98.1

役員の兼任　：３名

資金の援助　：貸付金100百万円

営業上の取引：石油類の販売

設備の賃貸借：あり

㈱北茨城ファーム 茨城県北茨城市 3 アグリ事業 49.0

役員の兼任　：１名

資金の援助　：貸付金309百万円

営業上の取引：なし

設備の賃貸借：あり

（持分法適用関連会社）

常磐湯本温泉㈱ 福島県いわき市 150
その他

（温泉供給）
50.0

役員の兼任　：５名

資金の援助　：なし

営業上の取引：温泉供給

設備の賃貸借：あり

小名浜海陸運送㈱ 福島県いわき市 150 運輸業 17.4

役員の兼任　：２名

資金の援助  ：なし

営業上の取引：通関業務の代行

設備の賃貸借：なし

４【関係会社の状況】

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．㈱常磐製作所及び常磐港運㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

㈱常磐製作所

(1)売上高　　　　　1,525百万円

(2)経常利益　　　　　 71百万円

(3)当期純利益　　　　 47百万円

(4)純資産額　　　　1,263百万円

(5)総資産額　　　　2,542百万円

常磐港運㈱

(1)売上高　　　　　1,780百万円

(2)経常利益　　　　　 31百万円

(3)当期純利益　　　　 21百万円

(4)純資産額　　　　　643百万円

(5)総資産額　　　　1,342百万円
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2022年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

観光事業 437 [143]

燃料商事事業 9 [1]

製造関連事業 49 [11]

運輸業 109 [13]

アグリ事業 3 [7]

全社（共通） 73 [23]

合計 680 [200]

2022年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

519 [168] 42.3 9.3 3,538,923

セグメントの名称 従業員数（人）

観光事業 437 [143]

燃料商事事業 9 [1]

全社（共通） 73 [23]

合計 519 [168]

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

(2）提出会社の状況

（注）１．平均年間給与は基準外賃金及び賞与金を含んでおります。

２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

(3）労働組合の状況

㈱常磐製作所の労働組合は、日本労働組合総連合会傘下にあり、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1)経営方針

当社グループは、「総親和、総努力による顧客主義・品質主義・人間主義を基本として社業の発展を図り社会に

貢献する」ことを経営理念として、観光事業への経営資源の集中を行うとともに企業グループの再編・強化を

積極的に進め、収益性の確保とその極大化の推進により経営基盤の安定と収益の向上を図り、常に「顧客」・

「株主」ひいては「社会」にご満足いただけるサービスや新しい価値を提供し続けられる企業を目指しております。

(2)経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、2018年度より2020年度まで３ケ年の「中期経営計画～かいしん～“ひとりひとり”が主役」を

「成長への足場固め」と位置づけ、観光事業における『構造改革』を進めるとともに、財務健全性の強化などに

加え、アグリ事業など『新たな成長』に向けた新規事業にも着手、実行してまいりました。

しかしながら、2019年度末に発生した新型コロナウイルス感染症拡大により、策定時に前提としていた事業環境

並びに当社グループの状況も大きく変化いたしました。

本来は新たな中期計画を策定し、開示するべきところではございますが、いまだ新型コロナウイルス感染症の

収束が見通せない現況下、中長期の合理的な計画を立案することは非常に困難であり、計画と実績の乖離が大きく

なる懸念もあるため、今次策定を見送ることといたしました。

つきましては、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてきた等の然るべき時期に、策定並びに開示する所存で

ございます。

(3)経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の効果や治療薬の開発・

普及等により、経済は緩やかながらも回復に向かうことが期待されますものの、引続き感染症による影響への

対策や国際情勢、金融資本市場の変動に伴う原材料価格の動向、米中貿易摩擦問題等先行き不透明な状況が続くもの

と予想されます。

　このような経営環境の中、当社グループの基幹事業である観光事業においては、引続き衛生対策の徹底を図り、

お客様をはじめ関係者の方々の健康と安全を最優先としつつ、コロナの状況に合わせたきめ細かな施設運営を

進めてまいります。

施設につきましては、ウォータースライダーをリニューアルし、また好評を博しております2021年オープンの

グランピング施設「マウナヴィレッジ」には、2022年７月に13棟を増設するなど、お客様満足度向上を図り、収益の

確保に努めてまいりたいと存じます。

長期化するコロナ禍の影響に対応するため、既に組織の抜本的変更、いわきへ本社機能集約等の構造改革を

実施してきておりますが、さらなる効率化を目指して社員一人ひとりの生産性向上や業務の改善等に取組み、お客様

へのサービス力強化とコストの最適化を同時に進めてまいります。

燃料商事事業をはじめとするその他の事業につきましては、引続き高付加価値の商品の提供・販売力の強化に

努めるとともに、コスト削減を図るなど収益の増大に注力してまいります。

当社グループといたしましては、新しい生活様式や、それに伴うお客様ニーズの変化に合わせた事業戦略や経営

体制の改革に取組み、観光事業の魅力アップを図るなど、企業価値を向上させるとともに、一層の経費削減や業務の

効率化に努め、経営基盤の強化に努めてまいる所存でございます。
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２【事業等のリスク】

　当社グループ経営活動において財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のようなものが

あります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したもの

であり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。

(1)感染症（新型コロナウイルス等）の国内蔓延リスクについて

　当社グループは、今般の感染症（新型コロナウイルス）に関する予防対策を実施しておりますが、国内の感染

状況、来館されたお客様又は従業員からの発症並びに政府等からのイベントの自粛要請等により臨時休館等大幅に

来場者が減少する事態となれば、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2)災害について

　地震・火災・台風・大雨・強風等による災害によって、当社グループの拠点に甚大な損害を受ける可能性が

あります。当社グループの最大の経営資源である温泉が地震等により枯渇するような事態に至った場合やその施設が

崩壊してしまう場合には、当社グループの基幹事業が壊滅的な損害を被ることになり、さらに地震等により再び東京

電力福島原子力発電所に事故が発生する事態となれば風評被害等による顧客が減少する等、当社グループの経営に

相当の影響を及ぼす可能性があります。

　また、他の製造部門におきましても、操業が中断し、生産及び出荷が遅延する等売上に影響を及ぼし、さらには製

造部門の修復等の多大な費用を要する可能性があります。

(3)衛生管理について

　当社グループは、食品衛生、環境衛生に関しては経営の最重要課題として捉えており、今後とも取組んで参ります

が、重大な事故が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

〔食品衛生に関して〕

　お客様に安全な食品を提供するために、保健所で行っております立入検査のみならず、食品衛生専門部署を設置

し、必要に応じ随時様々な検査を実施しております。さらに、衛生コンサルタントによる外部のチェックも実施して

おります。

〔食品の表示に関して〕

　販売食品の適正な表示の為に、食品表示基準に則り食品衛生専門部署が定期的に、アレルゲン及び賞味期限等の

チェックを実施しております。

〔温泉の衛生に関して〕

　各浴槽は自動塩素滅菌装置を設置しコンピューターによる常時監視記録を行っております。厚生労働省の衛生管理

の指針で定められている年１回以上の浴槽水質検査を実施し、結果を保健所に報告しております。

(4)個人情報の管理について

　当社グループの基幹事業は、サービス業であり顧客の機密情報に触れる機会が多いことから、機密を保持するため

に、個人情報取扱に関する従業員教育を実施するとともに外注先企業に対しては機密保持契約の締結を行う等対策を

講じております。

　さらに、システムの見直しを進めるとともに、個人情報については担当者は常に知り得る立場にあることから、

こうした社員に対し徹底したモラル教育を行ってまいります。

　しかしながら、万一情報が漏洩するような事態が発生しますと、顧客からのクレームはもちろん損害賠償請求の

対象にもなりかねず、さらには当社グループの社会的信用は失墜しその後の事業展開や財務状態に影響を与える

可能性があります。

(5)固定資産の減損について

　当社グループは、今後一層の時価下落や資産の収益性悪化等により減損損失を認識した場合には、業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(6)金利の変動リスクについて

　当社グループは、金融機関等から資金調達しており、変動金利で調達している部分があります。今後、引続き財務

体質の改善に努めてまいりますが、急激かつ大幅な金利変動が生じる場合は、金利負担という事業経費の増大を招来

し、財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
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(7)その他事業のリスクについて

　当社グループは上記記載のような観光事業に伴うリスク以外に、燃料商事事業を運営することに伴い、取り扱って

いる商品特性により、その市況や社会情勢・金融情勢による変動リスクを受ける構造となっております。

　また、自然災害などに伴い、商品が予定通り取引先に納入出来ないケースもあり得ます。これらの要因により、当

社グループ業績に影響を与える可能性があります。

(8)製造物責任について

　当社グループが提供する商品等には、提供時点では発見できない何らかの欠陥が存する可能性があります。提供

商品については、内部で検査し欠陥を未然に発見するよう努めておりますが、万が一後に欠陥が発見され顧客に深刻

な損失をもたらした場合、当社グループの収益や社会的評価、信頼が低減するのみならず、利用者の減少や補償負担

の増加等を生じさせ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9)継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、当期、経常損失となり、連結及び単体において当期及び前期と連続して経常損失となったこと、

また、連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2016年３月期及び2019年３月の純資産の部の金額の75％

以上を維持できないことにより、借入金のうち12,647百万円については、形式的に財務制限条項に抵触しており、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　しかしながら、当該借入金については期限の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。

　以上により継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1）経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　①財政状態の分析

  資産、負債及び純資産の状況について

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億46百万円増加し、523億44百万円と

なりました。これは主に、売掛金が増加したことによるものであります。負債につきましては、前連結会計年度末に

比べ49億３百万円増加し、443億48百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、長期借入金が増加した

ことによるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ28億56百万円減少し、79億96百万円と

なりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上により、利益剰余金が減少したことによるもので

あります。

　②経営成績の分析

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が長期化するなか、各種制限が

撤廃された10月以降一部に改善の兆しが見られましたものの、観光業や飲食業を中心に総じて厳しい状況が続くなど

依然として先行き不透明な状況にて推移いたしました。

　このような状況において、スパリゾートハワイアンズにつきましては、前期の第１四半期が緊急事態宣言を受けて

ほぼ全期間にわたり日帰り及び宿泊施設を休館としておりましたことから、前期比増収増益となりましたものの、

新型コロナウイルス感染症の影響により、引続き厳しい状況が続きました。

　燃料商事事業につきましては販売数量の増加により好調に推移いたしました。

　製造関連事業及び運輸業につきましては原油価格の上昇及び原材料価格の高騰も相まって、厳しい状況にて

推移いたしました。また、長期化するコロナ禍に伴う極めて厳しい事業環境に鑑み、希望退職者を募集する等一層の

効率的な体制構築に努めました。

　なお、当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という）等を適用しております。従いまして、前連結会計年度と収益の会計処理が異なること

から、経営成績に関する説明において増減額及び前期比(%)については記載しておりません。この収益認識会計基準

等の適用により当連結会計年度の売上高は180億71百万円減少し、売上原価は180億78百万円減少し、売上総利益は

6百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ6百万円減少しております。

　この結果、当連結会計年度の売上高は、110億81百万円（前期は150億97百万円）、営業損失は23億39百万円（前期

は営業損失28億99百万円）、経常損失は23億12百万円（前期は経常損失30億12百万円）、親会社株主に帰属する当期

純損失は27億11百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失28億84百万円）となりました。

(2）セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

[観光事業]

スパリゾートハワイアンズにつきましては、新型コロナウイルス感染再拡大に伴い断続的に緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置が発出されたことにより、旅行や飲食等の自粛が継続する等引続き極めて厳しい営業環境と

なるなか、お客様と従業員、関係者の健康と安全を最優先として運営をしてまいりました。日帰り部門につきまして

は、ゴールデンウィーク期間中に、AR（拡張現実）技術による新体感型イベント「HADOパーク in ハワイアンズ」と

人気お笑い芸人によるステージイベント「笑フェス in ハワイアンズ」、夏休み期間中に、テレビアニメの世界観を

演出したエリアで水遊びを体験できる「トロピカル～ジュ！プリキュア プールランド in ハワイアンズ」と多彩な

身体能力を持ったアスリートたちが肉体を駆使したパフォーマンスをミュージカル形式で披露するオリジナル

「ハワイアンズ theアスリート energy～笑う筋肉～」を開催いたしました。また、11月には「笑フェス in

ハワイアンズ」、オリジナルアニメ映画『フラ・フラダンス』（12月３日～全国公開）を記念した「特別

パネル展」、「期間限定特別ショー公演」、冬休み期間中には、「VRシアター in ハワイアンズ」、「仮面ライダー

大集合」と「プリキュアオールスターズがやってくる」、春休み期間中には、「鬼滅の刃」イベントなど、

ロングラン及び短期間の多様なイベントを開催したほか、ウォータースライダー２種を３月25日にリニューアル

オープンし、さらに、積極的な広告活動が行えない状況のなかSNSを中心に話題づくりや集客キャンペーン等を継続

的に実施いたしました。

宿泊部門につきましては、新しい生活様式に合わせたきめ細やかな受入れ及び安心安全な食のサービス提供を実施

するとともに、新たな旅行プランとして「世界最大級の露天風呂『与市』の貸切」や「フラガールやシバオラの貸切

ショー」等に加えて、10月より着地型周遊観光バスの再開や少人数に対応した個人型地元観光商品等、地域との連携

を強化した多種多様な旅行プランを提供し続けてまいりました。
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　また、７月26日にグランピング施設「マウナヴィレッジ」を開業し、新たなお客様にご利用いただきご好評を得て

堅調に推移しました。

長期に亙って発出された緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が10月より全国一斉解除されたものの、１月下旬

から３月下旬にかけてまん延防止等重点措置の再適用や、政府による経済対策GoToトラベルの再開延期になった

こともあり、旅行市場が依然として停滞状態にて推移したことにより、利用人員につきましては、日帰り部門は

465千人（前期比119千人、34.4％増）となり、宿泊部門は171千人（前期比51千人、42.7％増）となりました。

なお、前期は４月８日から６月30日まで日帰り施設及び宿泊施設の全施設を完全休業しておりました。また、

前期は７月22日から12月28日まで、全国一律を対象としたGoToトラベルが実施されておりました（東京都は10月１日

から対象）。

スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコースにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により地元圏に

おけるコンペやゴルフパックの利用が減少するなか、自社WEB予約受付を新たに開始し、宿泊ゴルフパックの販売を

再開したものの、利用人員は37千人（前期比６千人、20.0％増）に留まりました。

この結果、当部門の売上高は50億69百万円（前期は37億２百万円）となりました。

　なお、2020年11月１日に実施した組織改革及びこれに伴う業務改革によるコストの最適化が進み、営業損失は

14億90百万円（前期は営業損失23億73百万円）となりました。

[燃料商事事業]

石炭部門及び石油部門につきましては、販売先への種々の提案が奏功したことにより販売数量が

大幅に増加する一方、資材部門につきましては販売数量減少により減益となりました。発電事業につきましては、

概ね堅調に推移しております。

　この結果、当部門の売上高は、収益認識会計基準等の適用もあり27億４百万円（前期は79億８百万円）、営業利益

は２億38百万円（前期は１億８百万円）となりました。

[製造関連事業]

建設機械用製品の販売数量が増加しましたものの、主に国内及び中国向け船舶用モーターの販売数量が減少した

ことにより厳しい状況にて推移いたしました。

　この結果、当部門の売上高は15億25百万円（前期は15億89百万円）、原材料価格の高騰により営業利益は71百万円

（前期は１億９百万円）となりました。

[運輸業]

石油小売部門につきましては、原油価格の上昇により増収となりましたものの、ガソリン等の需要低迷により販売

数量は減少いたしました。港湾運送部門につきましては、発電所向け石炭輸送並びにセメント関連輸送が需要低迷等

により減少し、減収となりました。

この結果、当部門の売上高は17億42百万円（前期は18億94百万円）、原油価格の上昇による原価増等があり

営業利益は17百万円（前期は50百万円）となりました。

[アグリ事業]

アグリ事業につきましては、2021年８月に大規模農業施設が完成し、ミニトマトの定植を行い、10月より一部

地元圏への出荷に着手し、12月からは本格的に首都圏市場へ出荷を開始いたしました。品質は市場から高い評価を

得ているものの、収穫・オペレーションの確立に時間を要したことなどから、厳しい状況にて推移いたしました。

　この結果、当部門の売上高は40百万円（前期は２百万円）、大規模農業施設の本格稼働による費用の増加により

営業損失は１億84百万円（前期は営業損失64百万円）となりました。
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(3）経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、2018年度より2020年度まで３ケ年の「中期経営計画～かいしん～“ひとりひとり”が主役」を

「成長への足場固め」と位置づけ、観光事業における『構造改革』を進めるとともに、財務健全性の強化などに

加え、アグリ事業など『新たな成長』に向けた新規事業にも着手、実行してまいりました。

しかしながら、2019年度末に発生した新型コロナウイルス感染症拡大により、策定時に前提としていた事業環境

並びに当社グループの状況も大きく変化いたしました。

本来は新たな中期計画を策定し、開示するべきところではございますが、いまだ新型コロナウイルス感染症の

収束が見通せない現況下、中長期の合理的な計画を立案することは非常に困難であり、計画と実績の乖離が大きく

なる懸念もあるため、今次策定を見送ることといたしました。

つきましては、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてきた等の然るべき時期に、策定並びに開示する所存で

ございます。

(4）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、30億87百万円と前連結会計年度末に

比べ９億３百万円減少いたしました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロ－）

当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、14億８百万円（前期は30億34百万円の使用）となりまし

た。これは主に、減価償却費15億９百万円、仕入債務の増加額33億77百万円、その他の流動負債の増加額９億40百万

円があった一方、売上債権の増加額43億51百万円、税金等調整前当期純損失27億43百万円があったことによるもので

あります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

　当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、５億35百万円（前期は10億22百万円の使用）となりまし

た。これは主に、補助金の受取額５億28百万円があった一方、固定資産の取得による支出11億31百万円があったこと

によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

　当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、10億40百万円（前期は48億34百万円の獲得)となりまし

た。これは主に長期借入金の返済による支出31億21百万円、短期借入金の純減額２億28百万円があった一方、長期借

入れによる収入45億90百万円があったことによるものです。

(5）資本の財源及び資金の流動性

当社グループの事業活動における運転資金需要の主なものは、観光事業の商品・食材等、燃料商事事業の石炭・石

油類、その他事業の商品・材料等の仕入、並びに各事業セグメントの販売費及び一般管理費等の営業費用がありま

す。設備資金需要の主なものは、観光事業における設備の新設及び維持更新等があります。

当社グループの運転資金及び設備資金につきましては、内部資金の活用及び金融機関からの借入により資金調達を

行っております。借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金を基本としており、観光設備

の新設及び維持更新等については長期借入金を基本としております。なお、当連結会計年度末の有利子負債の残高

は、336億75百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は30億87百万円

となっております。

当社グループといたしましては、有利子負債の返済を着実に進めると共に、各事業活動を円滑に推進するための安

定的な資金調達を行い、財務体質の維持・強化に努めてまいります。

(6）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

は、第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとお

りであります。
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セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

前期比（％）

製造関連事業（百万円） 1,304 98.9

合計（百万円） 1,304 98.9

セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％）

製造関連事業 1,502 125.7 205 89.8

合計 1,502 125.7 205 89.8

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

前期比（％）

 観光事業（百万円） 217 －

 燃料商事事業（百万円） 2,401 －

合計（百万円） 2,618 －

(7）生産、受注及び販売の実績

①生産実績

　当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　（注）１．金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記以外の事業（「観光事業」「燃料商事事業」「運輸業」「アグリ事業」）につきましては、受注・生産

型の営業活動は行ってないため、生産実績は記載しておりません。

②受注実績

　当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　（注）１．セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記以外の事業（「観光事業」「燃料商事事業」「運輸業」「アグリ事業」）につきましては、受注型事業

ではないため、受注高及び受注残高はありません。

③商品仕入実績

　当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　（注）１．セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．観光事業においては、その他商品の仕入を、燃料商事事業においては石炭・石油類、その他商品の仕入を行

っております。

３．当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という）等を適用しております。従いまして、前連結会計年度と収益の会計処理が異

なることから、前期比(％)については記載しておりません。
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セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

前期比（％）

観光事業（百万円） 5,069 －

燃料商事事業（百万円） 2,704 －

製造関連事業（百万円） 1,525 －

運輸業（百万円） 1,742 －

アグリ事業（百万円） 40 －

合計（百万円） 11,081 －

相手先

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

常磐共同火力㈱ 5,072 33.6 － －

環テックス㈱ 1,656 11.0 － －

④販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という）等を適用しております。従いまして、前連結会計年度と収益の会計処理が異

なることから、前期比(％)については記載しておりません。

３．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

４．販売実績が総販売実績の100分の10未満の相手先については記載を省略しております。

５．常磐共同火力㈱及び環テックス㈱に対する当連結会計年度の総販売実績に対する割合は100分の10未満のた

め記載を省略しております。

４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度におきましては、需要動向、将来性及び収益性等を勘案し総額782百万円の設備投資を実施いたし

ました。

　観光事業におきましては、「スパリゾートハワイアンズ」の維持更新を中心に234百万円の設備投資を実施いたし

ました。

　製造関連事業におきましては、設備の取得・維持を中心に58百万円の設備投資を実施いたしました。

　運輸業におきましては、運送部門を中心に83百万円の設備投資を実施いたしました。

　アグリ事業におきましては、大規模農業施設を中心に376百万円の設備投資を実施いたしました。

（2022年３月31日現在）

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
[面積千㎡]

リース資産 その他 合計

スパリゾートハワイアンズ

(福島県いわき市)
観光事業

リゾート施

設
10,266 641

5,187

[710]
258 394 16,749

402

(112)

スパリゾートハワイアン

ズ・ゴルフコース

(福島県いわき市)

観光事業 ゴルフ場 574 32
8,100

[823]
52 18 8,778

35

(16)

（2022年３月31日現在）

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
[面積千㎡]

リース資産 その他 合計

㈱常磐製作所

いわき工場

(福島県いわき

市)

製造関連事

業

機械等製造

設備
104 54

764

[95]
312 20 1,257

49

(12)

常磐港運㈱

小名浜営業所

(福島県いわき

市)

運輸業 運送業施設 13 89
66

[3]
68 0 237

43

(6)

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

（注）１．従業員数の欄の（　）内は、臨時員数で外数であります。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、無形固定資産であります。

(2）国内子会社

（注）１．従業員数の欄の（　）内は、臨時員数で外数であります。

　　　２．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であります。

会社名 所在地
セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定年月

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

常磐興産㈱
福島県
いわき市

観光事業 ホテル新設 12,000 273
自己資金及
び借入金

2020年１月 未定

３【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

重要な設備の新設

（注）本設備投資の完了の時期につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で未定としております。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（2022年３月31日）
提出日現在発行数（株）

（2022年６月29日）
上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 8,808,778 8,808,778

東京証券取引所

市場第一部（事業年度末現在）

スタンダード市場（提出日現在）

（注）

計 8,808,778 8,808,778 － －

②【発行済株式】

（注）権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 2016年10月１日

（注）１
△79,279 8,808 － 2,141 － 1,500

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．株式併合（10株を１株に併合）を実施したことに伴い、発行済株式総数が減少いたしました。
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2022年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 1 20 16 242 37 39 23,010 23,365 －

所有株式数（単

元）
67 19,626 617 23,244 779 39 43,462 87,834 25,378

所有株式数の

割合（％）
0.08 22.34 0.70 26.46 0.89 0.04 49.48 100 －

（５）【所有者別状況】

（注）１．自己株式25,627株は「個人その他」に255単元（25,500株）及び「その他の法人」に１単元（100株）並びに

「単元未満株式の状況」に27株それぞれ含めて記載しております。なお、自己株式25,627株は株主名簿記載

上の株式数であり、2022年３月31日現在の実保有株式数は25,512株であります。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元（100株）含まれて記載しておりま

す。

2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社
東京都港区浜松町２丁目11番３号 633 7.22

常磐開発株式会社 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地 586 6.68

公益財団法人常磐奨学会 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地 267 3.04

常磐興産取引先持株会 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地 238 2.72

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目20番１号 192 2.19

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 188 2.15

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 187 2.14

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 182 2.08

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 180 2.05

株式会社東邦銀行 福島県福島市大町３丁目３番25号 179 2.04

計 2,837 32.30

（６）【大株主の状況】

（注）みずほ信託銀行株式会社所有株式には、信託業務に係る株式数３百株が含まれております。
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2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 25,500

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,757,900 87,579 －

単元未満株式 普通株式 25,378 － －

発行済株式総数 8,808,778 － －

総株主の議決権 － 87,579 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数１個）含まれてお

ります。

2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

常磐興産株式会社
福島県いわき市常磐藤原

町蕨平50番地
25,500 - 25,500 0.29

計 － 25,500 - 25,500 0.29

②【自己株式等】

（注）　上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１

個）あります。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 246 348,372

当期間における取得自己株式 87 112,405

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得（単元未満株式の買取請求）

（注）当期間における取得自己株式には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含まれておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 25,512 － 25,599 －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）当期間における保有自己株式数には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取及び売渡による株式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様の利益を重要な経営課題と位置付けており、業績や配当性向などを総合的に考慮しながら、

長期的に安定した配当の維持を基本としております。また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を図り

ながら、魅力ある商品展開のための研究開発や生産・販売体制の強化など、将来の成長、発展に向けた投資へ

充当してまいります。

剰余金の配当につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、会社を取り巻く経営環境や

業績などを勘案して決定いたしております。

なお、取締役会の決議によって会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めてお

ります。

また、剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当については取締役会であります。

短期借入金及び長期借入金のうち12,647百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであり

ます。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

なお、上記の12,647百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利

益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。

当期の剰余金の配当につきましては、当社単体で当期純損失を計上し、繰越利益剰余金の欠損が生じていること

から、無配とさせていただきました。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「総親和、総努力による顧客主義・品質主義・人間主義を基本として社業の発展を図り社会に貢献

する」ことを経営理念とし、常に「顧客」・「株主」ひいては「社会」にご満足いただけるサービスや新しい価値を

提供し続けられる企業として、企業価値の向上を目指しております。こうした企業価値の向上のため意思決定の迅速化

や監督機能の強化等の体制構築を進める等、企業の社会性の観点から経営の健全性・公平性・透明性の充実をその重要

課題として取り組んでおります。

②企業統治の体制

ア 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、企業統治の体制としまして、監査等委員会設置会社を採用し、取締役会、監査等委員会を設置して監査・

監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の

透明性と効率性を高めることを目指しております。

取締役会は、監査等委員である取締役以外の取締役５名及び監査等委員である取締役３名と少人数で構成され、

法令及び定款の定めるところに従い、経営の基本方針や重要事項の決定を行い取締役の業務の執行状況を監督いたし

ます。取締役会はほぼ月１回開催することとしており、必要に応じて臨時取締役会を開催する等機動的な意思決定が

可能であります。

当社は、定款に基づき、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができることとして

おり、これにより迅速な意思決定に基づく業務執行による効率的な経営が実現可能となります。また、こうした業務

執行の透明性及び適正性の確保の観点から経営会議を設置しております。経営会議は、取締役社長、役付取締役及び

取締役執行役員により構成されており、取締役社長が議長となって毎月１回開催することを原則に、必要に応じ臨時

に開催し、また監査等委員会により選定された監査等委員も出席することとするなど監視・監督機能の十全性を確保

いたします。経営会議においては、取締役会に附議する事項や取締役社長に委任された事項その他経営上重要な事項

を諮問・審議することとしております。

当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の機関として、それぞれ指名委員会、報酬委員会を設置しております。

取締役候補者の適任性や取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の水準等について審議し、取締役会に

諮問することとしています。両委員会は、社外取締役内田英仁氏及び本橋克宣氏と取締役社長西澤順一氏の３名で

構成されております。

なお、業務執行に係る権限の移譲により責任を明確化してコーポレート・ガバナンスを強化し、機動的な業務執行

を可能とする経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、うち２名は公認会計士を含む社外取締役である監査等

委員であります。監査等委員である取締役は取締役会をはじめとする経営上の重要な会議に出席し適宜意見を述べる

ほか、内部統制システムを通じて監査等委員会直属の内部監査室を指揮しながら当社のみならず子会社を含めた

グループ各社の業務執行について適法性及び妥当性の観点から監査を行うこととしております。

当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思

決定と業務執行により経営の透明性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。

イ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

１．当社の取締役及び使用人並びにその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合するための体制

①当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役・執行役員・従業員の行動規範を示した

「常磐興産グループ企業行動憲章」に基づき、高い倫理観のもと法令や社会規範の遵守に努めることと

いたします。

②取締役（監査等委員である取締役を除く）は取締役会決議にて委嘱された業務につき、取締役会規程、稟議規程

等社内規程に基づいて決裁・決議された事項を適正に執行し、その状況は毎月取締役会に報告しております。

③当社は、法令遵守及びその体制整備を図るため、「常磐興産グループコンプライアンス管理規程」を制定し、常

勤監査等委員を含む「コンプライアンス委員会」を設置して経営の適法性確保に努めております。

④法令違反等コンプライアンスに関する重要事実を発見した場合、取締役（監査等委員である取締役を除く）は

監査等委員に報告するとともに、コンプライアンス委員会を開催して対応等を協議します。さらに社外を含めた

複数の通報窓口を設置するなどその運用を行うこととしております。また、インサイダー取引については、社内

指針を設け厳格に遵守することとしております。

⑤監査等委員会において、その監査にあたっての基準及び行動指針を定める「監査等委員会監査等基準」を制定

し、監査等委員は法令や定款等の違反行為を発見した場合は、取締役会に報告することとしております。

⑥当社は、内部監査部門として内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務全般に

関して監査を行い、執行の適正性・適法性を確保しております。
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２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会議事録、稟議書、各種契約書等業務の執行に関する

文書を「文書取扱規程」等の社内規程に基づき各種文書の所管部門である各部・室において適切に保存・管理

しております。

②諸規程の改定は必要に応じて実施しておりますが、年1回年度末に見直し整備を行うこととしております。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は「常磐興産グループリスク報告規程」を制定するとともに、「常磐興産グループリスクプロファイル」

を策定しております。

②組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理部が行い、各社各部内の所管業務に付随する安全衛生等の

リスク管理は当該部内が行うとともに、その支援・助言・監督を行うため業務サポート部を設置し、

リスク管理の十全性を確保する外、さらに内部監査室による定期的監査が実施されております。

③「常磐興産グループリスク報告規程」に基づき、リスク発生後速やかに当社代表取締役社長に報告し、さらに

コンプライアンス委員会に報告するとともに、一定の重要な事項については当該委員会において再発防止策等の

検討を行い、適宜承認を受けております。

④リスクの内容を重大性の大小により分類するとともに、重大なリスクに対しては、対応する責任者を設け、

顧問弁護士の助言を得るなどして、迅速・適切に解決する体制をとっております。さらにインサイダー取引に

ついては社内指針を設け厳格に遵守することとしております。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、職務の効率的遂行を確保するため、各部門の職務分掌及び各職位の職務権限等を「組織総合規程」に

定めております。

②当社は、意思決定の迅速化を図るため、「経営会議規程」を定め、取締役会決議事項の附議に関する事項や

会社の経営に関する重要事項について、決議または報告するための機関として、原則として予め代表取締役社長、

役付取締役並びに取締役執行役員により構成される経営会議を設置しております。

③取締役会決議事項及び会社の経営に関する重要事項は、経営会議の審議を経た上で上程され、決議執行される

こととしております。取締役会はほぼ月１回定時に開催し、必要に応じて臨時に開催されるものとしております。

④取締役会において取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の職務分掌を決議し、規程に基づき

権限分配を行っております。さらに業務執行役員制度により、意思決定及び監督機能と執行機能とを分離すること

で、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、権限委譲により機動的な業務執行を可能とする経営体制

を構築することとしております。

５．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社グループの業務状況については、毎月「事業状況報告会」に報告することとしております。

②当社は、当社子会社に対する管理を適正に行うため「常磐興産グループ会社管理規程」を制定しております。

③当社は、当社子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、各子会社の事業の執行状況について、毎月

報告を受けるとともに各子会社における重要な意思決定事項については、当社の事前の承認を要するなど、当社

子会社に対する当社の経営管理体制の構築を図っております。

④子会社が当社からの経営管理及び経営指導内容が法令に違反する等コンプライアンス上問題があると認めた

場合、内部監査室に報告し、内部監査室は当社代表取締役社長及び監査等委員会に直ちに報告することとする

など、当社グループにおける業務については、内部監査室による監査によって、業務の適正性及び適法性を確保

しております。

⑤子会社の取締役についてはその取締役会においてその職務分掌を決議し、規程に基づき権限分配を行い、その

執行が効率的に行われる体制としております。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会を補助すべき使用人については、内部監査室に属する者及び監査等委員会が指名した者とし、

内部監査室は監査等委員会に直属するものとします。

７．前号の使用人の他の取締役からの独立性に関する事項並びに使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の

確保に関する事項

①内部監査室に属する者及び監査等委員会が指名した者の他の取締役からの独立性を確保するために、使用人の

任命、異動等の人事権に関する事項については、代表取締役社長は監査等委員会の承認を得て社内規程に基づき

行うものとします。

②当社は、内部監査室のスタッフの業務が円滑に行われるよう、監査業務の環境整備に協力することと

しています。

８．監査等委員会への報告に関する体制及び報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

①取締役会において定期的に業務執行状況を報告することとしており、代表取締役社長決裁稟議については

すべて常勤監査等委員取締役に報告する体制を整えております。また年度計画に基づき各部の監査等委員会

監査が実施され適正に報告しております。各部は監査等委員会の求めがあったときは、監査等委員会に対し必要

な説明を行うものとします。
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②当社は、リスクが発生した場合には、「常磐興産グループリスク報告規程」に基づき、常勤監査等委員に

報告することとしております。

③当社は、「常磐興産グループコンプライアンス管理規程」及び「内部通報規程」に基づき、当社の取締役及び

従業員並びに子会社の取締役及び従業員が、法令、定款、社内規程等に違反もしくは違反の恐れがある事項を

認識し、または報告を受けた場合には、監査等委員会及び当社代表取締役社長に遅滞なく適切に報告する

ものとし、当該報告をしたことを理由として解雇等の不利な取扱いを行うことを禁止するものとします。

９．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は、職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限ります）について生じる費用の前払

又は償還、負担した債務の債権者に対する弁済等を求めることができることとします。取締役（監査等委員で

ある取締役を除く）は、当該費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要とは認められない場合を除き、

遅滞なくこれを処理し、監査が十全に行われるよう取り計らうものとします。

10．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①常勤監査等委員は、当社取締役会、経営会議、当社グループの事業状況報告会その他重要な会議体に出席する

こととしております。

②会計監査人と情報交換するとともに、会計監査人が実施する各部各子会社の監査に立ち会うなど緊密な連繋を

図っております。

③監査等委員会は取締役（監査等委員である取締役を除く）と定期的に意見交換を行うこととしております。

＜コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制＞
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11．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、適正な財務報告を確保するために「財務報告に係る内部統制基本方針」及び「常磐興産グループ

内部統制規程」を定め、その体制整備・運用を行うとともに、整備・運用状況を評価するために内部統制

所管部門を設置し、進捗状況を適時に取締役会に報告する体制を採っております。

12．反社会的勢力排除に向けた体制

①当社は、「常磐興産グループ企業行動憲章」においてその管理の徹底を宣言するなど、反社会的勢力との

関係を遮断することを基本方針としております。

②警察署や関連団体等から講習会などを通じ反社会的勢力に関する情勢収集を行うとともに、事案発生に備え、

警察や弁護士等の外部の専門機関と密接に連携して速やかに対処できる体制の構築に努めてまいります。

ウ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの実施状況（当事業年度）

取締役会は毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。最近１年間で取締役会を17回、監査等

委員会を15回開催しました。

さらにグループ会社に関しましては、定期的にグループ会議を開催し、各社の事業状況の報告や今後の事業方針等

意見交換を図っております。

また、株主・投資家に対する情報開示につきましては、経営の透明性の観点から四半期決算情報その他ニュースリ

リースをはじめとして当社情報を自社ホームページに掲載しＩＲ情報の拡大・充実に努めております。今後も適宜公

正な情報開示を進めてまいりたいと存じます。

③責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任

限度額としております。

④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当

該保険契約の被保険者の範囲は全取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保

険者の法律上の損害賠償金、争訟費用（弁護士への着手金や報酬金等）、争訟対応費用（訴訟に関する文書作成費

用、証拠収集費用、会社使用人の勤務手当・交通費等、その他必要かつ妥当と認められる費用）に係る損害が塡補さ

れることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法律違反を認識しな

がら行った行為がある場合には塡補の対象としないこととしております。

⑤取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨定款に

定めております。

⑥取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ、累積投票によらない旨定款に定めております。

⑦株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株

主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであ

ります。

⑧剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって

毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑨株式会社の支配に関する基本方針について

該当事項はありません。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（百株）

代表取締役社長 西澤　順一 1956年６月12日生

1980年４月 株式会社富士銀行（現　株式会社

みずほ銀行）入行

2008年４月 同執行役員名古屋中央支店名古屋

中央法人部長

2010年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

（現　株式会社みずほ銀行）常務

執行役員リスク管理グループ統括

役員兼人事グループ統括役員

2011年６月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ取締役副社長人事グル

ープ長

2013年４月 みずほ情報総研株式会社（現　み

ずほリサーチ＆テクノロジーズ

株式会社）取締役社長

2019年５月 常磐興産株式会社入社　顧問

2019年６月 同取締役副社長

2019年６月 芙蓉オートリース株式会社社外

監査役(現任）

2020年６月 常磐興産株式会社代表取締役社長

（現任）
　

(注)3
普通株式

23

常務取締役

人事部・事務統括部・

業務サポート部・安全衛生部・

ファシリティ部担当

下山田　敏博 1960年８月31日生

1983年４月 常磐興産株式会社入社

2003年３月 同管理本部人事部グループマネ

ージャー

2014年４月 同レジャーリゾート事業本部事

業部業務改革室長兼管理本部人

事部長

2016年６月 同レジャーリゾート事業本部副

本部長兼事業部総支配人

2016年７月 同執行役員レジャーリゾート事

業本部副本部長兼総支配人

2017年６月 同取締役執行役員レジャーリゾ

ート事業本部スパリゾートハワ

イアンズ総支配人

2018年７月 同取締役執行役員レジャーリゾ

ート事業本部長

2020年６月 同取締役執行役員コーポレート

部門担当

2020年11月 同取締役執行役員管理部・人事

部・業務サポート部・安全衛生

部・ファシリティ部担当

2021年11月 同取締役執行役員管理部・人事

部・事務統括部・業務サポート

部・安全衛生部・ファシリティ

部担当

2022年６月 同常務取締役人事部・事務統括

部・業務サポート部・安全衛生

部 ・ フ ァ シ リ テ ィ 部 担 当

（現任）
　

(注)3
普通株式

37

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（百株）

取締役執行役員

営業統括第一部・

営業統括第二部担当

須藤　照久 1960年１月24日生

1982年４月 三 菱 商 事 株 式 会 社 入 社 本 店

鉄鉱石部

1991年５月 豪州三菱商事会社パース支店

鉄鉱石及び鉄鋼製品・非鉄原料

担当マネージャー

1994年５月 三菱商事株式会社鉄鉱石部

1998年10月 同鉱石事業部非鉄原料担当マネ

ージャー

2000年９月 同 金 属 総 括 部 経 営 計 画 担 当

シニアマネージャー

2002年３月 リオティントジャパン株式会社

入社エネルギー事業部長

2005年７月 同鉄鋼関連・エネルギー事業部

長

2009年４月 同取締役副社長

2019年２月 常磐興産株式会社入社燃料商事

本部参与

2019年６月 同取締役執行役員燃料商事本部

長

2020年６月 同取締役執行役員燃料商事本部

長兼事業戦略部門担当

2020年11月 同取締役執行役員経営企画部・

システム部担当兼営業統括第一

部 ・ 営 業 統 括 第 二 部 副 担 当

2021年12月 同取締役執行役員営業統括第一

部 ・ 営 業 統 括 第 二 部 副 担 当

2022年６月 同取締役執行役員営業統括第一

部 ・ 営 業 統 括 第 二 部 担 当

（現任）
　

(注)3
普通株式

8

取締役執行役員

スパリゾートハワイアンズ

統括管掌兼業務推進部・

ＣＳ企画部担当

関根　一志 1963年４月５日生

1987年４月 株式会社東日本計算センター

入社

1990年３月 常磐興産株式会社入社

2000年２月 同観光事業本部営業部長

2013年７月 同管理本部企画室長

2017年７月 同執行役員企画実施部門総合企

画部長

2020年７月 同上席執行役員レジャーリゾー

ト事業本部長

2020年11月 同上席執行役員営業統括第一

部・営業統括第二部担当

2021年６月 同取締役執行役員営業統括第一

部 ・ 営 業 統 括 第 二 部 担 当

2022年６月 同取締役執行役員スパリゾート

ハワイアンズ統括管掌兼業務推

進部・ＣＳ企画部担当（現任）
　

(注)3
普通株式

31
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（百株）

取締役執行役員

経営企画部・システム部担当

兼経営企画部長兼財務企画室長

藤巻　康一 1965年12月11日生

1988年４月 ㈱富士銀行（現　㈱みずほ

銀行）入行

2010年７月 ㈱みずほコーポレート銀行事務

統括部次長

2013年７月 ㈱みずほフィナンシャルグルー

プ事務企画部次長

2014年４月 ㈱みずほ銀行事務サービス推進

部外為センター所長

2015年４月 同　外為事務部副部長兼東京外

為センター所長

2020年１月 常磐興産㈱入社　経理部長

2020年７月 同総合企画部長兼財務企画室長

2021年６月 同執行役員経営企画部長兼財務

企画室長

2021年12月 同執行役員経営企画部・システ

ム部担当兼経営企画部長兼財務

企画室長

2022年６月 同取締役執行役員経営企画部・

システム部担当兼経営企画部長

兼財務企画室長（現任）
　

（注)3
普通株式

3

   取 締 役

　監査等委員
秋田　龍生 1958年３月28日生

1980年４月 株式会社福島環境整備センター

(現　常磐開発株式会社)入社

1998年10月 常磐興産株式会社管理本部人事部

長兼観光事業本部副本部長

2001年６月 同取締役事業統轄本部副本部長兼

総務部長兼観光事業本部副本部長

2002年４月 同取締役管理本部長兼総務部長

2011年４月 同取締役執行役員管理本部長

2016年６月 同取締役執行役員コーポレート部

門担当

2019年６月 同取締役監査等委員（現任）
　

(注)4
普通株式

51

取締役

監査等委員
内田　英仁 1960年10月１日生

1984年９月 監査法人太田哲三事務所（現　EY

新日本有限責任監査法人）入所

1988年３月 公認会計士登録

2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー

（現EY新日本有限責任監査法人）

社員（パートナー）就任

2007年５月 新日本監査法人（現　EY新日本

有限責任監査法人）代表社員

（シニアパートナー）就任

2019年７月 内 田 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長

（現任）

2021年６月 常磐興産株式会社取締役監査等

委員（現任）

　

(注)4
普通株式

3
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（百株）

取締役

監査等委員
本橋　克宣 1957年11月11日生

1980年４月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ

信託銀行株式会社）入社

2009年４月 みずほ信託銀行株式会社執行役員

資金証券部長

2010年４月 同　常務執行役員

2014年４月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ常務執行役員兼株式会社

みずほ銀行常務執行役員

2015年４月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ執行役常務アセット

マネジメントユニット長

2015年６月 日本インベスター・ソリュー

ション・アンド・テクノロジー

株式会社社外取締役

2016年４月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ執行役専務アセットマネ

ジメントカンパニー長兼株式会社

みずほ銀行専務執行役員アセット

マネジメント部門長

2019年６月 みずほトラストビジネスオペレー

ションズ株式会社代表取締役社長

2020年４月 株式会社都市未来総合研究所代表

取締役社長

2021年４月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ理事

2021年６月 株式会社丸和運輸機関社外取締役

（現任）

2021年６月 常磐興産株式会社取締役監査等

委員（現任）
　

(注)4
普通株式

3

計 159

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（百株）

中野　裕人 1964年３月26日生
1993年４月　弁護士登録（第一東京弁

護士会所属）第一芙蓉法
律事務所入所（現任）

－

（注）１．内田英仁及び本橋克宣の両氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会は、委員長　秋田龍生氏、委員　内田英仁氏、委員　本橋克宣氏の３名で構成されており

ます。なお、秋田龍生氏は常勤の監査等委員であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日現在の役員
　　持株会等における取得株式数については確認できないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載し
　　ております。
６．当社では、意思決定・監督と執行を分離し、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を可能とするため、執行

役員制度を導入しております。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

定める補欠監査等委員取締役１名を選任しております。補欠監査等委員取締役の略歴は次のとおりでありま
す。
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②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。

監査等委員である社外取締役内田英仁氏は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2019年６月まで

所属しておりました。その他、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係

はありません。

監査等委員である社外取締役本橋克宣氏は、当社の主要な借入先である株式会社みずほ銀行に2019年６月まで

所属しておりました。その後同氏は、みずほトラストビジネスオペレーションズ株式会社代表取締役社長、及び

株式会社都市未来総合研究所代表取締役社長等を歴任しております。その他当社と同氏との間に人的関係、資本

的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を設けてはおりませんが、企業経営や会計、法律等

の職歴、経験、知識等を活かして専門的見地から客観的視点で公正・中立な独立的立場で適法性及び妥当性の観

点から適切な提言を期待できる方を選任して、多様な視点からの意思決定に反映させるとともに監督機能の強化

を図ることとしております。

内田英仁氏は公認会計士の資格を有して活動する会計の専門家として、また本橋克宣氏は複数の会社の経営に

携わった経験に基づき経営の専門家として、それぞれ広い視点から独立した立場での提言が可能であることか

ら、選任しているものであります。したがいまして、両氏はそれぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、監査等委員である社外取締役

は、定期的に内部監査室、他の監査等委員である取締役及び子会社監査役並びに会計監査人による監査内容や内

部統制に関する状況報告を受けるなど意見交換を行っております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

社外取締役監査等委員による監査・監督については、常勤の取締役監査等委員が各種重要会議（経営会議や

コンプライアンス委員会等）に出席し、当社及び当社グループ会社の業務執行状況、リスク管理及びコンプライ

アンス状況等の報告を受け、そうした情報を社外取締役監査等委員が共有するとともに、内部統制システムに

おけるモニタリング機能を有する内部統制部門である、監査等委員会直属の内部監査室を指揮しながら、組織的

かつ効率的な監査を実施しております。さらに定期的に監査等委員会、内部監査室及び会計監査人と監査内容や

内部統制に関する状況について情報交換を行うなど会計監査人を含めた連携の強化を図っています。
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区分 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査等委員 秋田　龍生 15回 15回

社外監査等委員 金子　重人 3回 3回

社外監査等委員 尾越　忠夫 3回 3回

社外監査等委員 内田　英仁 12回 12回

社外監査等委員 本橋　克宣 12回 12回

（３）【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役１名と監査等委員である社外取締役２名により構

成されております。常勤の監査等委員である取締役秋田龍生氏は取締役執行役員管理本部長及びコーポレート部門

担当を歴任し、監査等委員である社外取締役内田英仁氏は公認会計士の資格を有しており、同じく監査等委員で

ある社外取締役本橋克宣氏は企業経営に精通しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する

ものであります。監査手続きに関しては監査等委員会にて年間スケジュールを策定し、内部監査室による監査及び

実査を通じて実施しております。

また、監査等委員会監査を有効かつ効率的に実施するため、監査等委員会は定期的に会計監査人と情報交換する

とともに、会計監査人が監査日程に基づき実施する各部・室、グループ会社監査に立ち会うなど、緊密な連携を図

ります。

当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとお

りであります。

（注）１．金子重人及び尾越忠夫の両氏につきましては、2021年６月までの任期における出席状況であります。

　　　２．内田英仁及び本橋克宣の両氏につきましては、2021年６月に就任後の出席状況であります。

監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の

結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容

を含む意見交換、経理処理の留意事項及び監査上の主要な検討事項についての協議等であります。

常勤監査等委員の活動として、取締役との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の

閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状

況・結果の報告の確認を行っています。

②内部監査の状況

当社の内部監査は、監査等委員会の下に内部監査室を設置し、内部監査室に所属する４名は業務執行の状況につ

き法令及び定款並びに社内規程に基づいて適法適正に行われているかの監査を計画的に実施いたします。その結果

は、その都度監査等委員会及び社長に報告され、監査等委員会、取締役会及び社長はその実態を把握し、業務の

執行を監視するとともに必要に応じて改善指示等が行われる体制を採っております。

③会計監査の状況

ア　監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

イ　継続監査期間

44年

　継続監査期間については、調査が可能であった期間を記載しており、実際にはその期間を超える可能性が

あります。

ウ　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員　　　柳井　浩一

指定有限責任社員 業務執行社員　　　吉田　靖史

エ　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、その他８名をもって構成されております。
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 45 － 45 －

連結子会社 － － － －

計 45 － 45 －

オ　監査法人の選定方針と理由

監査法人の概要や独立性、監査体制（品質管理体制・実施体制）、監査の実施状況や品質等が十全なものであ

るかを総合的に判断することを基準として、EY新日本有限責任監査法人がこうした基準を充足していると判断し

たため再任したものであります。

当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決定

により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

カ　監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、当社財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体

制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した結果、会計監査人の監査の方法と結果が相当であると判断

しております。

④監査報酬の内容等

ア　監査公認会計士等に対する報酬

イ　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（アを除く）

該当事項はありません。

ウ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

エ　監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

該当事項はありません。

オ　監査報酬の決定方針

監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しておりま

す。

カ　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を

入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画の実績

の状況を把握し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、審議した結果、これらについて

適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項の同意を行っております。
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役　　名 ポイント 取締役の人数 ポイント合計

社長 16.5 1 16.5

常務取締役 10.5 1 10.5

使用人兼務取締役 10.0 3 30.0

合　　計 5 57.0

（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬は、基本報酬として固定報酬年額１億10百万円

以内（ただし、使用人分給与は含まない）とする毎月の定期同額給与と年１回の業績連動給与（30百万円を

限度）によって構成します。

②業績連動報酬等に関する事項

事業年度ごとの会社業績向上に対するインセンティブを高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社

株主に帰属する当期純利益（以下、連結当期純利益という）を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて

算出された額を業績連動報酬として毎年一定の時期に支給することとしています。業績指標として連結当期

純利益を選定した理由は、連結子会社を含むグループ全体の最終利益及び業績向上に責務を負っており、連結

当期純利益により評価することが相当と判断されたためです。

業績連動報酬の額の算定方法は、次のとおりであります。

業績連動報酬＝親会社株主に帰属する当期純利益×３％×各取締役のポイント／取締役のポイント合計

※１　「３％以内」については、毎年取締役会にて決定。

※２　業績連動報酬の上限は30百万円

上記は、2022年６月29日現在における取締役の数で計算しています。

留意事項

・取締役は、法人税法第34条第１項第３号に記載される業務執行役員です。

・法人税法第34条第１項第３号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは連結当期純利益とします。

・法人税法第34条第１項第３号イ（１）に規定する「確定額」は、30百万円を限度とします。連結当期純利益に

2.5％を乗じた金額が30百万円を超えた場合は、30百万円を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額を

それぞれの業績連動給与とします。

・当期無配の場合、業績連動報酬は不支給といたします。

・連結当期純利益に2.5％を乗じた金額については1,000円未満切り捨てとします。

③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能し、株主利益とも連動する報酬体系を構築

すべく、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

（以下、「決定方針」という）の原案を作成するよう報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年

２月26日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。

ロ．決定方針の内容の概要

（ア）取締役の報酬等の基本方針は次のとおりです。

a．会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブを高める制度・内容とします。

b．事業を担う役員として望まれる優秀な人材を確保できる制度・内容とします。

c．報酬等に決定プロセスの透明性・公正性を確保します。

（イ）取締役の個人別報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件

の決定に関する方針を含む）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、当社の実績、従業員給与の水準を考慮し

ながら、総合的に勘案して決定するものとします。

（ウ）業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を

与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

業績連動報酬等の内容及び額または算定方法等は「②業績連動報酬等に関する事項」に記載のとおり

です。

なお、非金銭報酬等は支給しておりません。
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役　　名 基 本 報 酬 （ ％ ） 業 績 連 動 報 酬 （ ％ ）

代 表 取 締 役 社 長 80 20

常 務 取 締 役 80 20

取 締 役 （ ※ ） 80 20

（エ）金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する

割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、内規に基づき基本報酬及び業績連動報酬は、役位に応じて

設定され、毎年報酬委員会において検討を行うこととしています。取締役会（後記「ホ．取締役の個人

別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」の委任を受けた代表取締役社長）は報酬委員会の答申内容

を尊重し、当該答申で指定された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定

することとします。支給時期は、基本報酬は毎月、業績連動報酬は毎年定時株主総会後とします。な

お、報酬等の種類ごとの比率の目安（基本報酬：業績連動報酬）は概ね次のとおりとします（業績連動

報酬が上限の30百万円の場合。但し、無配の場合業績連動報酬は不支給）。端数処理により厳密に一致

しない場合があります。

（※）使用人兼務取締役分給与を含む。

（オ）取締役の個人別の報酬等についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を

受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及びグループ全体の業績を踏まえた業績

連動報酬の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される

よう、報酬委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該

答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。

ハ．当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を

含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると

判断しております。

④株主総会決議

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、2015年６月26日開催の第97回定時株主総会に

おいて、固定報酬枠と業績連動型の変動報酬枠に区分し、固定報酬枠として年額１億10百万円以内（ただし、

使用人分給与は含まない）、変動報酬枠として当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３％以内

（なお、2022年度については2.5％としております）の合計額と決議いただいております。また監査等委員で

ある取締役の報酬額は、2015年６月26日開催の第97回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいて

おります。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定

権限を有する機関は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、固定報酬額については第97回定時株主

総会で決議された範囲内、変動報酬額については同様に第97回定時株主総会で決議された範囲内で上記算方式に

よることとしております。当社は任意機関として社外取締役２名及び代表取締役社長の３名により構成される

報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容及びその決定に関する

方針を審議し、取締役会に諮問することとしています。

業績連動報酬については、当事業年度における連結当期純利益はマイナスであったため、業績連動報酬の支給

はありませんでした。

監査等委員である取締役の報酬について、上記同様2015年６月26日開催の第97回定時株主総会において40百万

円以内と決議いただいており、この範囲内において監査等委員会にて個別報酬を決定しております。

⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会において代表取締役社長西澤順一氏に取締役の個人別

の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額

及びグループ会社全体の最終利益である連結当期純利益を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した

理由は、当社及びグループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適している

からであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を

諮問し、答申を得ております。
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役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬

取締役

（監査等委員及び社外取

締役を除く）

51 51 - 7

取締役監査等委員

（社外取締役を除く）
11 11 - 1

社外取締役

（監査等委員）
9 9 - 4

⑥役員報酬等

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）使用人兼務取締役は３名であり、その使用人分給与の総額は18百万円であります。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 20 460

非上場株式以外の株式 18 3,353

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 - - -

非上場株式以外の株式 - - -

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 - -

非上場株式以外の株式 - -

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

マックス㈱
368,000 368,000 運輸業における取引先であり、事実上の

関係を勘案し、同社との良好な関係の維

持、強化を図るため継続して保有

有
626 602

㈱みずほフィナンシ

ャルグループ

369,102 369,102 主要な借入先であり、事業上の関係を勘

案し、同社との友好な関係の維持、強化

を図るため継続して保有

有
578 590

太平洋セメント㈱
205,000 205,000 燃料商事事業の仕入先であり、事業上の

関係を勘案し、同社との良好な関係の維

持、強化を図るため継続して保有

有
413 596

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、中長期

的に企業価値を向上させ得るという観点から、戦略上の必要性や取引先との事業上の関係の維持強化などを総合的

に勘案して政策保有株式を保有してまいりますが、年１回各保有株式のリターンとリスクなどを踏まえて中長期的

な経済合理性や将来の見通し等を精査検討し、保有の適否を総合的に判断し、適切な対応を行っていく方針であり

ます。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ア．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社が政策投資目的で保有する全ての上場株式について、中長期的な成長性や収益性、取引関係の維持強化とい

った保有意義及び経済合理性（リスク、リターン）を毎年取締役会において確認しています。

イ．銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

ウ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

富士急行㈱

59,500 59,500 バス運輸業や誘客等観光事業に係る事
業上の関係を勘案し、同社との良好な関
係の維持、強化を図るため継続して保有

有
232 349

東京建物㈱
115,000 115,000 従来及び今後の不動産関連における取

引上の関係を勘案し、同社との良好な関
係の維持、強化を図るため継続して保有

有
210 193

グローブライド㈱

72,000 36,000
観光事業における同社の会員組織等へ
の営業上の効果を勘案し、同社との良好
な関係の維持、強化を図るため継続して
保有
株式分割による株式数の増加

有
208 153

㈱七十七銀行
119,600 119,600 借入先であり、事業上の関係を勘案し、

同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
185 186

㈱東邦銀行
732,500 732,500 借入先であり、事業上の関係を勘案し、

同社との友好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有

150 180

サッポロホール

ディングス㈱

65,000 65,000 観光事業の主要な仕入先であり、事業上
の関係を勘案し、同社との良好な関係の
維持、強化を図るため継続して保有

有
149 149

松竹㈱
12,100 12,100 観光事業との相乗効果が期待され、事業

上の関係を勘案し、同社との良好な関係
の維持、強化を図るため継続して保有

有

148 166

㈱めぶきフィナン

シャルグループ

551,070 551,070 借入先であり、事業上の関係を勘案し、
同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
141 143

オカモト㈱
25,200 25,200 地域社会における協力関係等を勘案し、

同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
98 105

ミライアル㈱
45,200 45,200 地域社会における協力関係等を勘案し、

同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
79 57

古河機械金属㈱
52,200 52,200 地域社会における協力関係等を勘案し、

同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
67 69

㈱秋田銀行
24,200 24,200 借入先であり、事業上の関係を勘案し、

同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
40 35

出光興産㈱
5,600 5,600 燃料商事事業の仕入先であり、事業上の

関係を勘案し、同社との良好な関係の維
持、強化を図るため継続して保有

無
18 15

㈱福島銀行
13,600 13,600 借入先であり、事業上の関係を勘案し、

同社との良好な関係の維持、強化を図る
ため継続して保有

有
3 3

藤田観光㈱
100 100 当社が属する業界及び同業他社の情報

収集等を勘案し継続して保有 無
0 0

③  保有目的が純投資目的である投資株式

　当社は純投資目的である投資株式は保有しておりません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2021年４月１日から2022年３月31日

まで）の連結財務諸表及び第104期事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表について、EY新

日本有限責任監査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機

構へ加入しております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,991 3,087

受取手形及び売掛金 1,716 －

受取手形 － 227

売掛金 － 5,846

リース債権及びリース投資資産 76 66

棚卸資産 ※１ 476 ※１ 639

その他 702 704

貸倒引当金 △1 △7

流動資産合計 6,962 10,565

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 37,622 38,200

減価償却累計額 △25,253 △26,148

建物及び構築物（純額） ※３,※４ 12,368 ※３,※４ 12,052

機械装置及び運搬具 5,711 5,897

減価償却累計額 △4,154 △4,365

機械装置及び運搬具（純額） ※３ 1,557 ※３,※４ 1,532

工具、器具及び備品 1,844 1,915

減価償却累計額 △1,443 △1,547

工具、器具及び備品（純額） 401 368

土地 ※３,※７ 14,766 ※３,※７ 14,766

リース資産 1,181 1,217

減価償却累計額 △396 △501

リース資産（純額） 785 715

建設仮勘定 ※３ 1,107 277

有形固定資産合計 30,986 29,711

無形固定資産

その他 203 151

無形固定資産合計 203 151

投資その他の資産

投資有価証券 ※２,※３ 5,351 ※２,※３ 5,097

長期貸付金 1,540 1,540

退職給付に係る資産 214 201

投資不動産（純額） ※３,※５,※６ 6,265 ※３,※５,※６ 6,041

繰延税金資産 53 42

その他 ※３ 279 ※３ 551

貸倒引当金 △1,559 △1,558

投資その他の資産合計 12,145 11,916

固定資産合計 43,335 41,779

資産合計 50,297 52,344

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,434 4,621

短期借入金 ※３,※８ 10,047 ※３,※８ 9,928

リース債務 231 249

未払金 948 1,627

未払法人税等 27 26

賞与引当金 204 221

災害損失引当金 11 11

前受金 － ※９ 28

前受収益 － ※９ 67

その他 619 610

流動負債合計 13,526 17,393

固定負債

長期借入金 ※３,※８ 20,976 ※３,※８ 22,336

リース債務 765 647

長期預り保証金 977 916

繰延税金負債 2,123 2,010

退職給付に係る負債 53 51

資産除去債務 506 514

その他 516 477

固定負債合計 25,918 26,954

負債合計 39,444 44,348

純資産の部

株主資本

資本金 2,141 2,141

資本剰余金 3,577 3,577

利益剰余金 4,296 1,513

自己株式 △38 △38

株主資本合計 9,975 7,192

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 869 804

土地再評価差額金 ※７ △2 ※７ △2

退職給付に係る調整累計額 △27 △35

その他の包括利益累計額合計 839 765

非支配株主持分 37 37

純資産合計 10,853 7,996

負債純資産合計 50,297 52,344
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 15,097 ※１ 11,081

売上原価 15,782 10,775

売上総利益又は売上総損失（△） △685 306

販売費及び一般管理費

販売費 1,250 1,417

一般管理費 963 1,228

販売費及び一般管理費合計 ※２ 2,214 ※２ 2,645

営業損失（△） △2,899 △2,339

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 139 111

持分法による投資利益 10 4

不動産賃貸料 110 116

助成金収入 － ※３ 304

受取補償金 ※４ 143 ※４ 50

その他 30 45

営業外収益合計 434 634

営業外費用

支払利息 468 499

不動産賃貸費用 54 51

その他 24 55

営業外費用合計 547 607

経常損失（△） △3,012 △2,312

特別利益

固定資産売却益 ※５ 6 －

投資有価証券売却益 779 －

投資不動産売却益 0 －

助成金収入 ※６ 148 －

特別利益合計 933 －

特別損失

固定資産売却損 ※７ 0 －

固定資産除却損 ※８ 22 ※８ 2

減損損失 ※９ 1 ※９ 219

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 151

投資不動産除却損 2 －

災害による損失 ※10 14 ※10 11

臨時休園による損失 ※11 646 －

事業構造改革費用 ※12 55 ※12 45

特別損失合計 741 431

税金等調整前当期純損失（△） △2,820 △2,743

法人税、住民税及び事業税 59 23

法人税等調整額 2 △56

法人税等合計 61 △33

当期純損失（△） △2,882 △2,710

非支配株主に帰属する当期純利益 2 1

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △2,884 △2,711

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当期純損失（△） △2,882 △2,710

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 322 △65

退職給付に係る調整額 1 △8

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 ※１ 324 ※１ △73

包括利益 △2,558 △2,784

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △2,560 △2,785

非支配株主に係る包括利益 2 1

【連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,141 3,577 7,356 △38 13,036

当期変動額

剰余金の配当 △175 △175

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△2,884 △2,884

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － △3,060 △0 △3,060

当期末残高 2,141 3,577 4,296 △38 9,975

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 546 △2 △29 515 36 13,588

当期変動額

剰余金の配当 △175

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△2,884

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

322 1 324 1 325

当期変動額合計 322 － 1 324 1 △2,735

当期末残高 869 △2 △27 839 37 10,853

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,141 3,577 4,296 △38 9,975

会計方針の変更による累積
的影響額

△71 △71

会計方針の変更を反映した当
期首残高

2,141 3,577 4,225 △38 9,904

当期変動額

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△2,711 △2,711

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － △2,711 △0 △2,711

当期末残高 2,141 3,577 1,513 △38 7,192

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 869 △2 △27 839 37 10,853

会計方針の変更による累積
的影響額

△71

会計方針の変更を反映した当
期首残高

869 △2 △27 839 37 10,781

当期変動額

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△2,711

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△65 △8 △73 0 △73

当期変動額合計 △65 － △8 △73 0 △2,785

当期末残高 804 △2 △35 765 37 7,996

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △2,820 △2,743

減価償却費 1,497 1,509

減損損失 1 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △147 16

災害損失引当金の増減額（△は減少） △6 △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1 △1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1 △0

受取利息及び受取配当金 △139 △112

支払利息 468 499

持分法による投資損益（△は益） △10 △4

不動産賃貸料 △110 △116

不動産賃貸費用 54 51

受取補償金 △143 △50

固定資産除売却損益（△は益） 16 2

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △779 151

投資不動産除売却損益（△は益） 2 －

災害による損失 14 －

助成金収入 △148 △304

売上債権の増減額（△は増加） 360 △4,351

棚卸資産の増減額（△は増加） △13 △163

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7 57

仕入債務の増減額（△は減少） △306 3,377

未払消費税等の増減額（△は減少） △585 △66

その他の流動負債の増減額（△は減少） △124 940

差入保証金の増減額（△は増加） △0 △300

預り保証金の増減額（△は減少） △5 △60

その他 34 111

小計 △2,897 △1,333

利息及び配当金の受取額 144 117

補償金の受取額 143 50

助成金の受取額 158 304

利息の支払額 △484 △506

法人税等の支払額 △79 △41

災害損失の支払額 △20 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,034 △1,408

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △1,988 △1,131

固定資産の売却による収入 6 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

投資有価証券の売却による収入 900 0

投資不動産の賃貸による支出 △48 △46

投資不動産の賃貸による収入 110 116

投資不動産の売却による収入 0 －

補助金の受取額 － 528

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,022 △535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,437 △228

長期借入れによる収入 1,844 4,590

長期借入金の返済による支出 △3,071 △3,121

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △197 △199

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △175 －

非支配株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,834 1,040

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 777 △903

現金及び現金同等物の期首残高 3,214 3,991

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,991 ※１ 3,087
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社数  　 3社

連結子会社の名称

㈱常磐製作所

常磐港運㈱

㈱北茨城ファーム

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社　　　　 　　　 4社

㈱クレストヒルズ

㈱ホテルクレスト札幌

㈱ジェイ・ケイ・インフォメーション

㈱クレストコーポレーション

(連結の範囲から除いた理由)

  非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は小規模

であり連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の非連結子会社数 0社

(2）持分法適用の関連会社数　 　2社

持分法適用関連会社名

常磐湯本温泉㈱

小名浜海陸運送㈱

(持分法適用の範囲から除いた理由)

　持分法を適用していない非連結子会社４社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないためであります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ  有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

市場価格のない株式等

総平均法による原価法

ロ　デリバティブ

デリバティブ

時価法

ハ　棚卸資産

①　卸売商品

個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　上記以外の棚卸資産

主として総平均法による原価法

 （一部移動平均法による原価法）

 （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

  主として定額法（連結子会社の資産の一部は定率法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　９～65年

機械装置及び運搬具　４～17年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

ハ　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

  貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

  従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

ハ　災害損失引当金
　台風、地震等に伴う原状回復に要する損失に備えるため、当連結会計年度末における見込額を計上しておりま
す。
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(4）退職給付に係る会計処理の方法

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

ロ　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（９年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職

給付に係る調整累計額に計上しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（観光事業）

　観光事業においては、総合レジャーリゾート施設スパリゾートハワイアンズを経営しており、顧客に商品、サ

ービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、顧客に商品、サービスを提供した時点で収益を認識し

ております。また、会費収入については、契約期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該契約期間にわ

たり収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領して

おります。なお、商品販売、飲食提供等のサービス提供のうち当社が代理人に該当する取引については顧客から

受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額を取引価格として認識しております。

（燃料商事事業）

　燃料商事事業においては、石炭、石油、その他商品の販売を行っており、顧客に商品を引渡した時点で顧客へ

支配が移転し、履行義務が充足されると判断し、商品を引渡した時点で収益を認識しております。取引価格は顧

客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。なお、商品販売のうち、当社が代

理人に該当する取引については顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額を取引価格とし

て認識しております。

（製造関連事業）

　製造関連事業においては、機械、鋳物の製造販売を行っており、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転され

る期間が通常の期間であるため、当該製品の出荷時点が収益を認識する通常の時点に該当すると判断し、出荷時

点で収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領して

おります。

（運輸業）

　運輸業においては、運輸業及びその関連事業を行っており、配送が完了した時点で履行義務が充足されると判

断し、配送が完了した時点で収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当

該契約に基づき受領しております。

（アグリ事業）

　アグリ事業においては、農作物の製造、販売を行っており、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される期

間が通常の期間であるため、当該製品の出荷時点が収益を認識する通常の時点に該当すると判断し、出荷時点で

収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しており

ます。

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
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(7）重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採

用しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

  a.ヘッジ手段・・・金利スワップ

    ヘッジ対象・・・変動金利借入金

  b.ヘッジ手段・・・為替予約

    ヘッジ対象・・・外貨建営業債権債務

ハ　ヘッジ方針

  主に、当社の内規である「市場リスク管理方針」に基づき、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジして

おります。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　控除対象外消費税等の会計処理

  控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用としております。

ロ　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。
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前連結会計年度 当連結会計年度

減損損失
1

(－)

219

(－)

前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産
30,986

(26,764)

29,711

(25,716)

無形固定資産
203

(170)

151

(85)

投資不動産
6,265

(－)

6,041

(－)

投資その他の資産「その他」
16

(15)

7

(5)

　計
37,471

(26,949)

35,911

(25,807)

（重要な会計上の見積り）

　固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度の（　）は内数で、観光事業において計上した金額であります。

（単位：百万円）

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度の（　）は内数で、観光事業において計上した金額であります。

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算出方法

　減損の兆候があると判断した資産グループのうち、割引前将来キャッシュ・フローが資産グループの帳簿価額

を下回っているものについて減損損失を計上しております。当連結会計年度においては、遊休資産及び賃貸等不

動産に関する資産グループの投資不動産について、減損損失を219百万円計上しております。

　各資産グループの割引前将来キャッシュ・フローは、事業計画及び不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等を

基礎として見積もっております。

②主要な仮定

　主要な仮定は、観光事業に関する資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた事業計画にお

ける観光事業の利用人員、利用単価及び新型コロナウイルス感染症の収束時期としております。なお、新型コロ

ナウイルス感染症による影響については、一定期間継続するという仮定のもと会計上の見積りを行っています。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　主要な仮定である観光事業の利用人員、利用単価及び新型コロナウイルス感染症の収束時期は見積りの不確実

性が高く、将来の経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の固定資産の減損に影響

を及ぼす可能性があります。
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（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これによる主な影響は、下記のとおりであります。

・従来、顧客から受け取る対価の総額を収益と認識していた取引のうち、当社グループが代理人に該当する取引

については、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法に変

更しております。

・従来、会費収入については、契約時に収益を認識しておりましたが、契約期間に配分し、収益を認識する方法

に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　また、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は当連結

会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会

計年度より「前受金」、「前受収益」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第

89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりま

せん。

　この結果、当連結会計年度の売上高は18,071百万円減少し、売上原価は18,078百万円減少し、売上総利益は６百

万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ６百万円減少しております。また、利益

剰余金の当期首残高は71百万円減少しております。

　１株当たり情報に与える影響は軽微であります。

　なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」

注記については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

　これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと

といたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号  2019年

７月４日）第７-４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記

載しておりません。

- 52 -



（未適用の会計基準等）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日　企業会計基準委員

会）

(1）概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第31号）の2021年６

月17日の改正は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協

議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」

の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね１年をかけて

検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

(2）適用予定日

2023年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評

価中であります。

（表示方法の変更）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「差入保証金の増減

額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた33百万円は、「差入保証金の増減額」△０百万円、「その他」34百万円として組み替えて

おります。
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

商品及び製品 217百万円 315百万円

仕掛品 168 189

原材料及び貯蔵品 90 134

計 476 639

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

投資有価証券（株式） 1,182百万円 1,182百万円

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

建物 7,451百万円 （5,358百万円） 7,738百万円 （5,300百万円）

構築物 717 （  593　　  ） 636 （  502　　  ）

土地

機械装置及び運搬具

14,064

10 （   10　　  ）

14,408

9 （    9　　  ）

建設仮勘定 789 －

投資有価証券 46 38

投資不動産 4,626 4,406

投資その他の資産「その他」 100 100

計 27,805 （5,961　　  ） 27,337 （5,813　　  ）

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

短期借入金及び長期借入金 25,220百万円 （17,919百万円） 23,514百万円 （17,212百万円）

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

建物 66百万円 411百万円

構築物 3 22

機械装置及び運搬具 － 164

計 70 599

（連結貸借対照表関係）

※１　棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

※３　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　　　担保付債務は、次のとおりであります。

上記のうち、（　）内書は観光施設財団抵当並びに当該債務を示しております。

上記のうち、投資その他の資産「その他」100百万円を物上保証に供しております。これは、小名浜東港バルクター

ミナル合同会社と金融機関との間で締結した限度貸付契約に基づく同社一切の債務を担保するために、小名浜東港

バルクターミナル合同会社とその出資会社６社と金融機関との間で社員持分根質権設定契約を締結したものです。

※４　圧縮記帳額

　　　国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳累計額は次のとおりであります。
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

建物 42百万円 38百万円

構築物 0 0

土地 6,222 6,002

計 6,265 6,041

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

投資不動産の減価償却累計額 172百万円 176百万円

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△0百万円 △0百万円

※５　投資不動産（純額）の内訳は次のとおりであります。

※６　投資不動産の減価償却累計額は次のとおりであります。

※７　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号及び平成13年６月29日公布法律第94号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しております。

　再評価の方法

　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号及び平成11年３月31日公布政令第125号）

第２条第５号に定める鑑定評価、及びその他の土地については第４号に定める地価税の計算により算定した価額に

合理的な調整を行って算定しております。

　再評価実施日　　2002年３月31日

※８　財務制限条項に関する注記

前連結会計年度（2021年３月31日）

  短期借入金及び長期借入金のうち14,047百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりで

あります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

　 なお、上記の14,047百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限

の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。

当連結会計年度（2022年３月31日）

  短期借入金及び長期借入金のうち12,647百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりで

あります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

　 なお、上記の12,647百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限

の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。
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※９　前受金及び前受収益のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）３．顧客との契約に

基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在す

る顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報」に記載してお

ります。

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

運賃諸掛 44百万円 47百万円

給与賃金 296 255

賞与引当金繰入額 22 24

広告宣伝費 328 387

減価償却費 22 16

誘客費 229 388

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

給与賃金 259百万円 401百万円

賞与引当金繰入額 15 29

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

車両運搬具売却益                           6百万円                           －

工具器具備品売却益                           0                           －

（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契

約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）1．顧客との契約から生じる収益を分解した

情報」に記載しております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

(１)販売費

(２)一般管理費

※３　助成金収入

　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金及び感染拡大防止協力金であります。

※４　受取補償金

　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当社の観光事業においてＧｏＴｏトラベル事業に係る補償金受取額等を計上しております。

　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　当社の観光事業において、ＧｏＴｏトラベル事業に係る補償金受取額等を計上しております。

※５　固定資産売却益の主な内容は次のとおりであります。

※６　助成金収入

　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金であります。
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

土地売却損 0百万円 －

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

建物除却損 16百万円 0百万円

構築物除却損 3 －

機械及び装置除却損 0 1

車両運搬具除却損 0 －

工具器具備品除却損 0 0

その他除却損 0 －

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

茨城県北茨城市 賃貸等不動産 投資不動産 1

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

茨城県北茨城市 賃貸等不動産 投資不動産 219

※７　固定資産売却損の主な内容は次のとおりであります。

※８　固定資産除却損の主な内容は次のとおりであります。

※９　減損損失

　前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当社グループは、事業用資産については事業部門及びエリア別の単位にて、賃貸不動産及び遊休資産について

は個々の物件単位でグルーピングを行っております。

　賃貸等不動産においては、近年の継続的な地価の下落に伴い、市場価格が帳簿価額に対して著しく下落したた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（１百万円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、土地１百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による不動産鑑定

評価額（ただし、重要性の低い物件は固定資産税評価額を基礎にした価額等）により算定しております。

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　当社グループは、事業用資産については事業部門及びエリア別の単位にて、賃貸不動産及び遊休資産について

は個々の物件単位でグルーピングを行っております。

　賃貸等不動産においては、近年の継続的な地価の下落に伴い、市場価格が帳簿価額に対して著しく下落したた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（219百万円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、土地219百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による不動産鑑定

評価額（ただし、重要性の低い物件は固定資産税評価額を基礎にした価額等）により算定しております。
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※10　災害による損失

　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　2021年２月に発生した地震の原状回復費用であり、このうち災害損失引当金繰入額は11百万円であります。

　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　2022年３月に発生した地震に伴う原状回復費用であり、このうち災害損失引当金繰入額は11百万円でありま

す。

※11　臨時休園による損失

　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府からの緊急事態宣言の発令を受け、臨時休園となった観光事業の

スパリゾートハワイアンズの一部施設で発生した固定費（人件費、減価償却費等）及び貯蔵品の廃棄損等を計上

しております。

※12　事業構造改革費用

　前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当社において、一層の業務効率化及び経費削減並びに全社視点からの業務への取組の促進等を目的として実施し

た本社機能及び事業拠点のいわき市への集約に伴い発生した費用を事業構造改革費用として特別損失に計上してお

ります。

　その主な内訳は、東京本社移転費用及び東京本社従業員に対する割増退職金であります。

　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　当社において、一層の効率的な体制構築を図ることを目的として行った希望退職者の募集に応募した従業員に

対する割増退職金等であります。
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 1,231百万円 △256百万円

組替調整額 △779 151

税効果調整前 452 △105

税効果額 △129 40

その他有価証券評価差額金 322 △65

退職給付に係る調整額：

　当期発生額 △9 △17

　組替調整額 12 4

　　税効果調整前 2 △12

　　税効果額 △0 3

　　退職給付に係る調整額 1 △8

持分法適用会社に対する持分相当額：

当期発生額 0 △0

その他の包括利益合計 324 △73

（連結包括利益計算書関係）

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
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当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 8,808 － － 8,808

合計 8,808 － － 8,808

自己株式

普通株式（注）１ 24 0 － 25

合計 24 0 － 25

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 175 20.00 2020年３月31日 2020年６月29日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式買取によるものであります。

　　　　２．配当に関する事項

　（１）配当金支払

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　　該当事項はありません。
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当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 8,808 － － 8,808

合計 8,808 － － 8,808

自己株式

普通株式（注）１ 25 0 － 25

合計 25 0 － 25

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式買取によるものであります。

　　　　２．配当に関する事項

　（１）配当金支払

　　　　該当事項はありません。

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　　該当事項はありません。

前連結会計年度
（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

当連結会計年度
（自  2021年４月１日

至  2022年３月31日）

現金及び預金勘定 3,991百万円 3,087百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 3,991 3,087

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（リース取引関係）

（借主側）
１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
①  リース資産の内容

　有形固定資産
　　主として、観光事業における営業設備(「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」)、製造関連事業

における製造設備(「機械装置及び運搬具」）及び運輸業における車両（「機械装置及び運搬具」）でありま
す。

②  リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項  （2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引
重要な解約不能のオペレーティング・リース取引はありません。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調

達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建のものについて

は、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のも

のについては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。

借入金等の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、返済期日は最長で決算日後

17年であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化

を実施しております。

デリバティブ取引は、外貨建営業債権債務に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取

引、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。な

お、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前

述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方

法」をご参照ください。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、営業債権については、与信管理規程に沿って営業部門が期日及び残高等を管理し、取引先

の財務状況等を定期的に把握し、リスク低減を図っております。デリバティブ取引については、信用度の高い

国内の金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、外貨建営業債権債務の為替変動リスクに対して、原則として為替予約取引を利用してヘッ

ジしております。また、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利

息の固定化を実施しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しており、市況や取引

先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引については、市場リスク管理方針に基づき、担当部門が決裁担当者の承認を得て行ってお

り、管理については経理部門が行っております。また、取引実績については取締役会に報告しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許

流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取

引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ

ん。

(5)信用リスクの集中

　当期の連結決算日現在における営業債権のうち54％が特定の大口顧客に対するものであります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 受取手形及び売掛金 1,716 1,716 －

(2) 投資有価証券(*2） 3,708 3,708 －

　資産計 5,425 5,425 －

(3) 支払手形及び買掛金 1,434 1,434 －

(4) 短期借入金 6,998 6,998 －

(5) 長期借入金 24,025 23,466 △558

　負債計 32,458 31,899 △558

デリバティブ取引 － － －

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,643

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 受取手形 227 227 －

(2) 売掛金 5,846 5,846 －

(3) 投資有価証券(*2） 3,454 3,454 －

　資産計 9,528 9,528 －

(4) 支払手形及び買掛金 4,621 4,621 －

(5) 短期借入金 6,770 6,770 －

(6) 長期借入金 25,495 25,444 △50

　負債計 36,886 36,835 △50

デリバティブ取引 － － －

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,642

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　　　前連結会計年度(2021年３月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

(*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

(*2）以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資有価証

券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

上記の非上場株式の内訳は、関係会社株式は1,182百万円、その他の非上場株式460百万円であります。

　　　当連結会計年度(2022年３月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

(*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

(*2）市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。
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１年以内
  (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金

　預金 3,933 － － －

受取手形及び売掛金 1,716 － － －

合計 5,649 － － －

１年以内
  (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金

　預金 3,028 － － －

受取手形 227 － － －

売掛金 5,846 － － －

合計 9,103 － － －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 6,998 － － － － －

長期借入金 3,049 2,849 5,714 1,960 909 9,542

合計 10,047 2,849 5,714 1,960 909 9,542

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 6,770 － － － － －

長期借入金 3,158 6,030 2,276 1,224 951 11,854

合計 9,928 6,030 2,276 1,224 951 11,854

注１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2021年３月31日)

当連結会計年度(2022年３月31日)

注２. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

当連結会計年度（2022年３月31日）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 3,454 － － 3,454

資産計 3,454 － － 3,454

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形 － 227 － 227

売掛金 － 5,846 － 5,846

資産計 － 6,074 － 6,074

支払手形及び買掛金 － 4,621 － 4,621

短期借入金 － 6,770 － 6,770

長期借入金 － 25,444 － 25,444

負債計 － 36,835 － 36,835

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

受取手形、売掛金

これらの時価は、そのほとんどが１年以内に決済されるため、帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類

しております。

支払手形及び買掛金、短期借入金

これらの時価は、そのほとんどが１年以内に決済されるため、帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類

しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金については、

金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから 、そ

の時価は当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

また、金利スワップの特例処理の対象とされている変動金利による長期借入金は、当該金利スワップと一体と

して処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り

引いて算定する方法によっております。

なお、上記の金額には１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、長期借入金の時価に含めて記載しております。
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種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 3,263 1,807 1,456

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,263 1,807 1,456

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 444 636 △191

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 444 636 △191

合計 3,708 2,443 1,264

種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 2,945 1,717 1,227

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,945 1,717 1,227

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 509 577 △68

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 509 577 △68

合計 3,454 2,295 1,159

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2021年３月31日）

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　460百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（2022年３月31日）

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　460百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。
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種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 900 779 －

(2）債券

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 900 779 －

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 0 － 0

(2）債券

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 0 － 0

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

３．減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、その他有価証券について151百万円減損処理を行っております。

  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。
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ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
(百万円)

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引

　長期借入金 15,214 13,814 －
変動受取・固定支払

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
(百万円)

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引

　長期借入金 13,814 12,414 －
変動受取・固定支払

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

（注）時価の算定方法

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

（注）時価の算定方法

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

退職給付債務の期首残高 834百万円 805百万円
勤務費用 68 63
利息費用 7 7
数理計算上の差異の発生額 △7 △115
退職給付の支払額 △98 △47

退職給付債務の期末残高 805 713

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

年金資産の期首残高 989百万円 966百万円
期待運用収益 14 14
数理計算上の差異の発生額 △16 △133
事業主からの拠出額 72 58
退職給付の支払額 △93 △42

年金資産の期末残高 966 863

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 752百万円 661百万円

年金資産 △966 △863

△214 △201
非積立型制度の退職給付債務 53 51

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △160 △150

退職給付に係る負債 53 51
退職給付に係る資産 △214 △201

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △160 △150

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

勤務費用 68百万円 63百万円
利息費用 7 7
期待運用収益 △14 △14
数理計算上の差異の費用処理額 12 4

確定給付制度に係る退職給付費用 74 61

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社１社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。また、連結子会社２社は、退職一時金制度と中小企業退職金共済制度を併用しております。

２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(注)　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）
数理計算上の差異 2百万円 △12百万円

合　計 2 △12

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

未認識数理計算上の差異 36百万円 49百万円
合　計 36 49

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

一般勘定 　54％ 56％
債券 43 42
株式 2 1
その他 1 1

合　計 100 100

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

割引率 1.0％ 1.0％
長期期待運用収益率 1.5％ 1.5％
予想昇給率 － －

(5）退職給付に係る調整額
　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(6）退職給付に係る調整累計額
　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(7）年金資産に関する事項
①　年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

３.確定拠出制度

　確定拠出制度(中小企業退職金共済制度)への要拠出額は、前連結会計年度19百万円、当連結会計年度は18百万円と

なりました。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金(注)２ 1,400百万円 2,182百万円

土地 722 722

貸倒引当金 474 475

投資有価証券評価損 290 313

資産除去債務 155 157

未実現利益 95 95

賞与引当金 64 69

減損損失 51 50

未払金 6 －

その他 92 92

繰延税金資産小計 3,353 4,159

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △1,400 △2,182

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,889 △1,925

　　　　　　評価性引当額小計(注)１ △3,289 △4,108

　　　　　　繰延税金資産合計 63 51

繰延税金負債

土地 △1,563 △1,496

その他有価証券評価差額金 △394 △354

資産除去債務 △66 △63

その他 △108 △104

繰延税金負債合計 △2,132 △2,019

繰延税金資産(負債)の純額 △2,069 △1,968

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※１)
－ － － － － 1,400 1,400

評価性引当額 － － － － － △1,400 △1,400

繰延税金資産 － － － － － － －

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※２)
－ － － － － 2,182 2,182

評価性引当額 － － － － － △2,182 △2,182

繰延税金資産 － － － － － － －

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注)１ 評価性引当額が818百万円増加しております。これは主に、当社及び連結子会社の㈱北茨城ファームにおいて

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額をそれぞれ717百万円、64百万円追加的に認識したことによるもので

す。

（注)２ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2021年３月31日）

(※１)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2022年３月31日）

(※２)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

期首残高 507百万円 506百万円

時の経過による調整額 8 8

資産除去債務の履行による減少額 △4 △1

その他増減額（△は減少） △4 0

期末残高 506 514

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１. 当該資産除去債務の概要

温泉管等埋設用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。また、事業用資産に使用されている

有害物質を除去する義務に関しても資産除去債務を計上しております。

２. 当該資産除去債務の金額の算定方法

物件ごとに使用見込期間を見積り、割引率は国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 6,270 6,265

期中増減額 △5 △224

期末残高 6,265 6,041

期末時価 6,085 6,069

（賃貸等不動産関係)

当社及び一部の子会社では、福島県、茨城県等に、賃貸用土地（建物等を含む。）を有しております。前連結

会計年度における当該賃貸用不動産等に関する賃貸損益は56百万円、売却損益は０百万円、減損損失は１百万

円、投資不動産除却損は２百万円であります。当連結会計年度における当該賃貸用不動産等に関する賃貸損益は

64百万円、減損損失は219百万円であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２. 前連結会計年度増減額のうち、主な減少額は減価償却による４百万円及び減損による１百万円であります。

当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は減損による219百万円及び減価償却による４百万円であります。

３．時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額（ただし、重要性の低い物件は固定資産税評価額を基礎にし

た価額等）により算定しております。
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報告セグメント

観光事業
燃料商事

事業
製造関連

事業
運輸業 アグリ事業 計

日帰 1,821 － － － － 1,821

宿泊 2,832 － － － － 2,832

商品・製品販売 － 2,473 1,525 － 40 4,039

役務提供 － 230 － － － 230

運輸関連 － － － 1,708 － 1,708

その他 415 － － － － 415

顧客との契約から生じ

る収益
5,069 2,704 1,525 1,708 40 11,048

その他 － － － 33 － 33

外部顧客への売上高 5,069 2,704 1,525 1,742 40 11,081

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 1,716百万円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 6,074

契約負債(期首残高)

　前受金 8

　前受収益 73

　　 計 82

契約負債(期末残高)

　前受金 4

　前受収益 67

　　 計 72

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：百万円）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　注記事項「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計方針に関する事項　(5)重要な収益及び

費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

(1) 契約負債の残高等

　契約負債の主要な内容は、観光事業における会費収入に係るものであり、契約期間の経過による履行義務の充

足に伴い取り崩されております。

　当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は81百万円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生

じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注２）

連結財務諸
表計上額
（注１)観光事業

燃料商事
事業

製造関連
事業

運輸業 アグリ事業 計

売上高

外部顧客への売
上高

3,702 7,908 1,589 1,894 2 15,097 － 15,097

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1 378 － 35 0 416 △416 －

計 3,704 8,287 1,589 1,930 2 15,513 △416 15,097

セグメント利益又
は損失（△）

△2,373 108 109 50 △64 △2,169 △730 △2,899

セグメント資産 27,464 1,661 2,325 1,356 1,039 33,847 16,450 50,297

その他の項目

減価償却費 1,220 47 86 121 3 1,479 17 1,497

減損損失 － － － － － － 1 1

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

1,025 － 133 121 954 2,234 92 2,326

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

当社グループは、観光事業を中心に事業展開しており、そのサービスは多種にわたっております。従っ

て、その事業内容から、「観光事業」、「燃料商事事業」、「製造関連事業」、「運輸業」、「アグリ事

業」を報告セグメントとしております。

「観光事業」は総合レジャー・リゾート施設（スパリゾートハワイアンズ、スパリゾートハワイアン

ズ・ゴルフコース）の経営及びその関連事業を行っており、「燃料商事事業」は石炭・石油・クリーンエ

ネルギーによる電力その他商品の販売、「製造関連事業」は機械・鋳物の製造販売、「運輸業」は運輸業

及びその関連事業、「アグリ事業」は農作物の生産・販売を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

　（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更してお

ります。

　当該変更による主な影響額は下記のとおりであります。

　当連結会計年度の観光事業の売上高は232百万円減少し、セグメント損失は５百万円減少しておりま

す。

　また、燃料商事事業の売上高は17,840百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はあり

ません。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注２）

連結財務諸
表計上額
（注１)観光事業

燃料商事
事業

製造関連
事業

運輸業 アグリ事業 計

売上高

外部顧客への売
上高

5,069 2,704 1,525 1,742 40 11,081 － 11,081

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1 11 － 37 1 52 △52 －

計 5,071 2,715 1,525 1,780 41 11,134 △52 11,081

セグメント利益又
は損失（△）

△1,490 238 71 17 △184 △1,347 △992 △2,339

セグメント資産 26,665 7,420 2,280 1,272 893 38,532 13,811 52,344

その他の項目

減価償却費 1,165 47 91 117 38 1,459 50 1,509

減損損失 － － － － － － 219 219

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

234 － 58 83 376 752 30 782

（注）１．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△730百万円には、セグメント間取引消去△０百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△729百万円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額16,450百万円には、セグメント間取引消去△65百万円、各報告セグメント

に配分していない全社資産16,515百万円が含まれております。その主なものは余資運用資金（現金及

び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産及び管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額17百万円は、管理部門に係る資産の減価償却費であります。

(4) 減損損失の調整額は、全社資産の投資不動産に係るものであります。

(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額92百万円は、管理部門の設備投資額であります。

３．減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。

当連結会計年度（自  2021年４月１日  至  2022年３月31日）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△992百万円には、セグメント間取引消去△１百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△991百万円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額13,811百万円には、セグメント間取引消去△72百万円、各報告セグメント

に配分していない全社資産13,884百万円が含まれております。その主なものは余資運用資金（現金及

び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産及び管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額50百万円は、管理部門に係る資産の減価償却費であります。

(4) 減損損失の調整額は、全社資産の投資不動産に係るものであります。

(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額30百万円は、管理部門の設備投資額であります。

３．減価償却費には長期前払費用の償却費が含まれております。
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顧客の名称又は氏名 売上高（百万円） 関連するセグメント名

常磐共同火力㈱ 5,072 燃料商事事業

環テックス㈱ 1,656 燃料商事事業

【関連情報】

前連結会計年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

当連結会計年度（自  2021年４月１日  至  2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

非連結

子会社

㈱クレスト

ヒルズ

福島県

いわき市
10 －

（所有）

直接

100.0

資金の援助

役員の兼任
資金の貸付 － 長期貸付金 403

㈱ホテルク

レスト札幌

福島県

いわき市
80 －

（所有）

直接

100.0

資金の援助

役員の兼任
資金の貸付 － 長期貸付金 515

㈱クレスト

コーポレー

ション

東京都

中央区
20 －

（所有）

直接

95.0

資金の援助 資金の貸付 － 長期貸付金 622

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

非連結

子会社

㈱クレスト

ヒルズ

福島県

いわき市
10 －

（所有）

直接

100.0

資金の援助

役員の兼任
資金の貸付 － 長期貸付金 403

㈱ホテルク

レスト札幌

福島県

いわき市
80 －

（所有）

直接

100.0

資金の援助

役員の兼任
資金の貸付 － 長期貸付金 515

㈱クレスト

コーポレー

ション

福島県

いわき市
20 －

（所有）

直接

95.0

資金の援助 資金の貸付 － 長期貸付金 622

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　（注）１．㈱クレストヒルズ、㈱ホテルクレスト札幌及び㈱クレストコーポレーションは、休眠会社であります。

２．貸付金につきましては、無利息としております。

３．貸付金の全額に対し、貸倒引当金を計上しております。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　（注）１．㈱クレストヒルズ、㈱ホテルクレスト札幌及び㈱クレストコーポレーションは、休眠会社であります。

２．貸付金につきましては、無利息としております。

３．貸付金の全額に対し、貸倒引当金を計上しております。
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前連結会計年度
（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

当連結会計年度
（自  2021年４月１日

至  2022年３月31日）

１株当たり純資産額 1,231.35円 906.11円

１株当たり当期純損失（△） △328.42円 △308.72円

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純損失（△）

　（百万円）
△2,884 △2,711

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

損失（△）（百万円）
△2,884 △2,711

期中平均株式数（千株） 8,783 8,783

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　　　２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　　　３．（会計方針の変更）に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま

す。これによる、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失への影響は軽微であります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 6,998 6,770 1.4 －

１年以内に返済予定の長期借入金 3,049 3,158 1.4 －

１年以内に返済予定のリース債務 231 249 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 20,976 22,336 1.6 2023年～2038年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 765 647 － 2023年～2028年

その他有利子負債

  未払金（割賦） 89 55 － －

　長期未払金（割賦） 513 458 － 2023年～2031年

合計 32,624 33,675 － －

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

長期借入金 6,030 2,276 1,224 951

リース債務 201 163 142 103

その他有利子負債 55 55 55 55

⑤【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

　（注）１．平均利率は、当期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。

２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３. その他有利子負債の平均利率については、その他有利子負債総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額

で未払金及び固定負債その他を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

４．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間

の返済予定額は以下のとおりであります。

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 1,641 4,288 7,556 11,081

税金等調整前四半期（当

期）純損失(△)（百万円）
△954 △1,394 △1,797 △2,743

親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失(△)（百

万円）

△958 △1,337 △1,750 △2,711

１株当たり四半期（当期）

純損失(△)（円）
△109.12 △152.30 △199.31 △308.72

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失

(△)（円）
△109.12 △43.17 △47.01 △109.42

（２）【その他】

①当連結会計年度における四半期情報等

②その他の事象

　該当事項はありません。
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,517 2,568

受取手形 ※３ 132 ※３ 115

売掛金 ※３ 939 ※３ 5,465

商品 143 218

貯蔵品 34 40

前払費用 55 44

未収入金 ※３ 103 ※３ 48

未収消費税等 503 465

短期貸付金 ※３ 711 ※３ 849

その他 ※３ 1 0

貸倒引当金 △1 △7

流動資産合計 6,141 9,809

固定資産

有形固定資産

建物 ※１,※２ 9,414 ※１,※２ 8,873

構築物 ※１,※２ 2,565 ※１,※２ 2,431

機械及び装置 ※１ 1,279 ※１ 1,186

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 381 345

土地 ※１ 13,754 ※１ 13,754

リース資産 431 336

建設仮勘定 318 277

有形固定資産合計 28,145 27,205

無形固定資産

借地権 8 8

ソフトウエア 159 113

リース資産 18 12

その他 10 10

無形固定資産合計 196 145

投資その他の資産

投資有価証券 4,061 3,814

関係会社株式 683 683

出資金 ※１ 101 ※１ 101

関係会社長期貸付金 ※３ 1,540 ※３ 1,540

前払年金費用 251 251

投資不動産 ※１ 6,182 ※１ 5,958

差入保証金 61 362

その他 85 57

貸倒引当金 △1,549 △1,548

投資その他の資産合計 11,417 11,220

固定資産合計 39,760 38,571

資産合計 45,901 48,380

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 372 117

買掛金 ※３ 775 ※３ 4,164

短期借入金 ※１,※５ 9,737 ※１,※５ 9,822

リース債務 ※３ 128 ※３ 122

未払金 ※３ 903 ※３ 1,606

未払費用 ※３ 219 ※３ 241

未払法人税等 8 23

前受金 ※３ 33 29

預り金 119 131

前受収益 － 67

賞与引当金 137 173

災害損失引当金 11 11

流動負債合計 12,449 16,511

固定負債

長期借入金 ※１,※５ 20,008 ※１,※５ 21,403

リース債務 ※３ 405 ※３ 289

長期預り保証金 ※３ 1,001 ※３ 941

長期未払金 513 477

繰延税金負債 2,091 1,983

資産除去債務 489 498

固定負債合計 24,511 25,593

負債合計 36,960 42,105

純資産の部

株主資本

資本金 2,141 2,141

資本剰余金

資本準備金 1,500 1,500

その他資本剰余金 2,067 2,067

資本剰余金合計 3,567 3,567

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,425 △181

利益剰余金合計 2,425 △181

自己株式 △38 △38

株主資本合計 8,095 5,487

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 848 789

土地再評価差額金 △2 △2

評価・換算差額等合計 845 787

純資産合計 8,941 6,275

負債純資産合計 45,901 48,380
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当事業年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 ※１ 11,843 ※１ 7,786

売上原価 ※１ 13,053 ※１ 7,811

売上総損失（△） △1,209 △24

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,785 ※１,※２ 2,219

営業損失（△） △2,995 △2,243

営業外収益

受取利息 ※１ 9 ※１ 8

受取配当金 ※１ 208 ※１ 165

不動産賃貸料 ※１ 119 ※１ 126

助成金収入 － ※３ 264

受取補償金 ※４ 143 ※４ 50

その他 19 34

営業外収益合計 501 649

営業外費用

支払利息 463 493

不動産賃貸費用 65 65

その他 ※１ 15 ※１ 23

営業外費用合計 543 582

経常損失（△） △3,038 △2,177

特別利益

投資有価証券売却益 779 －

投資不動産売却益 0 －

助成金収入 ※５ 148 －

特別利益合計 927 －

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 21 2

減損損失 1 219

投資有価証券評価損 － 151

災害による損失 ※６ 14 ※６ 11

臨時休園による損失 ※７ 646 －

事業構造改革費用 ※８ 55 ※８ 45

特別損失合計 738 431

税引前当期純損失（△） △2,849 △2,608

法人税、住民税及び事業税 8 3

法人税等調整額 △2 △71

法人税等合計 6 △67

当期純損失（△） △2,856 △2,540

②【損益計算書】
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前事業年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 8,685 66.5 3,050 39.1

（内、売上商品原価） (8,346) (2,546)

Ⅱ　労務費 2,074 15.9 2,031 26.0

（内、退職手当額） (57) (45)

Ⅲ　経費 ※１ 2,513 19.3 2,834 36.3

内部振替高控除 ※２ △220 △1.7 △106 △1.4

売上原価 13,053 100.0 7,811 100.0

項目
前事業年度

（自  2020年４月１日
至  2021年３月31日）

当事業年度
（自  2021年４月１日

至  2022年３月31日）

減価償却費（百万円） 989 1,209

【売上原価明細書】

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

※２．内部振替高控除は企業内部取引高であります。

（表示方法の変更）

　前事業年度において経費の主な内訳に表示していなかった「減価償却費」について、金額的重要性が増したた

め、当事業年度より表示しております。また、この表示方法の変更に伴い、前事業年度の経費の主な内訳として

も表示しております。
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,141 1,500 2,067 3,567 5,457 5,457 △38 11,128

当期変動額

剰余金の配当 △175 △175 △175

当期純損失（△） △2,856 △2,856 △2,856

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △3,031 △3,031 △0 △3,032

当期末残高 2,141 1,500 2,067 3,567 2,425 2,425 △38 8,095

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合

計

当期首残高 544 △2 541 11,669

当期変動額

剰余金の配当 △175

当期純損失（△） △2,856

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

304 304 304

当期変動額合計 304 － 304 △2,728

当期末残高 848 △2 845 8,941

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,141 1,500 2,067 3,567 2,425 2,425 △38 8,095

会計方針の変更による累積的
影響額

△66 △66 △66

会計方針の変更を反映した当期
首残高

2,141 1,500 2,067 3,567 2,358 2,358 △38 8,028

当期変動額

当期純損失（△） △2,540 △2,540 △2,540

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △2,540 △2,540 △0 △2,541

当期末残高 2,141 1,500 2,067 3,567 △181 △181 △38 5,487

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合

計

当期首残高 848 △2 845 8,941

会計方針の変更による累積的
影響額

△66

会計方針の変更を反映した当期
首残高

848 △2 845 8,874

当期変動額

当期純損失（△） △2,540

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△58 △58 △58

当期変動額合計 △58 － △58 △2,599

当期末残高 789 △2 787 6,275

当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

市場価格のない株式等

　総平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 売店商品・貯蔵品

最終仕入原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 卸売商品

個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3) 石炭商品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 災害損失引当金

　地震、台風等に伴う原状回復に要する損失に備えるため、当事業年度末における見込額を計上しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　なお、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超過するため資産の部に前払年金費用を計上しており

ます。

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
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６．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行を充足する通

常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（観光事業）

　観光事業においては、総合レジャーリゾート施設スパリゾートハワイアンズを経営しており、顧客に商品、サー

ビスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、顧客に商品、サービスを提供した時点で収益を認識してお

ります。また、会費収入については、契約期間にわたり履行義務が充足されると判断し、当該契約期間にわたり収

益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しておりま

す。なお、商品販売、飲食提供等のサービス提供のうち当社が代理人に該当する取引については顧客から受け取る

対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額を取引価格として認識しております。

（燃料商事事業）

燃料商事事業においては、石炭、石油、その他商品の販売を行っており、顧客に商品を引渡した時点で顧客へ支

配が移転し、履行義務が充足されると判断し、商品を引渡した時点で収益を認識しております。取引価格は顧客と

の契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。なお、商品販売のうち、当社が代理人に

該当する取引については顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額を取引価格として認識し

ております。

７．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

８．ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を

採用しております。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

  退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の

方法と異なっております。

(2) 控除対象外消費税等の会計処理

  控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

(3) 連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。
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前事業年度 当事業年度

減損損失
1

(－)

219

(－)

前事業年度 当事業年度

有形固定資産
28,145

(26,771)

27,205

(25,720)

無形固定資産
196

(170)

145

(85)

投資不動産
6,182

(－)

5,958

(－)

投資その他の資産「その他」
16

(15)

7

(5)

　計
34,540

(26,956)

33,316

(25,811)

（重要な会計上の見積り）

　　固定資産の減損

　　当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

（注）前事業年度及び当事業年度の（　）は内数で、観光事業において計上した金額であります。

（単位：百万円）

（注）前事業年度及び当事業年度の（　）は内数で、観光事業において計上した金額であります。

　なお、識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表「注記事項

（重要な会計上の見積り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交

換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これによる主な影響は、下記のとおりであります。

・従来、顧客から受け取る対価の総額を収益と認識していた取引のうち、当社が代理人に該当する取引について

は、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法に変更してお

ります。

・従来、会費収入については、契約時に収益を認識しておりましたが、契約期間に配分し、収益を認識する方法

に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰

余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当事業年度の売上高は18,379百万円減少し、売上原価は18,384百万円減少し、売上総損失、営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ５百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は66百

万円減少しております。

　１株当たり情報に与える影響は軽微であります。

　なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記

については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
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　これによる財務諸表に与える影響はありません。

前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

建物 7,300百万円 （5,358百万円） 7,223百万円 （5,300百万円）

構築物

機械及び装置

593

10

（  593　　  )

（   10　　  )

502

9

（  502　　  )

（    9　　  )

土地 13,358 13,702

投資不動産 4,543 4,323

出資金 100 100

計 25,905 （5,961　　  ) 25,862 （5,813　　  )

前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

短期借入金及び長期借入金 24,219百万円 （17,919百万円) 22,588百万円 （17,212百万円)

前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

建物 60百万円 60百万円

構築物 3 3

計 64 64

前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

短期金銭債権 750百万円 893百万円

 長期金銭債権 1,540 1,540

短期金銭債務 46 40

長期金銭債務 92 89

前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

㈱北茨城ファーム 787百万円 859百万円

（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　　　担保付債務は、次のとおりであります。

上記のうち、（　）内書は観光施設財団抵当並びに当該債務を示しております。

上記のうち、投資不動産391百万円を㈱北茨城ファームの金融機関借入787百万円の物上保証に供しております。

上記のうち、出資金100百万円を物上保証に供しております。これは、小名浜東港バルクターミナル合同会社と金融

機関との間で締結した限度貸付契約に基づく同社一切の債務を担保するために、小名浜東港バルクターミナル合同

会社とその出資会社6社と金融機関との間で社員持分根質権設定契約を締結したものであります。

※２　圧縮記帳額

　　　国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳累計額は次のとおりであります。

※３　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおり含まれております。

　４　偶発債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

保証債務
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※５　財務制限条項に関する注記

前事業年度（2021年３月31日）

  短期借入金及び長期借入金のうち14,047百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりで

あります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

　 なお、上記の14,047百万円については、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利

益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。

当事業年度（2022年３月31日）

  短期借入金及び長期借入金のうち12,647百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりで

あります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年３月決算期末日及び2019年３

月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借

対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないこと。

　 なお、上記の12,647百万円については、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利

益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。
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前事業年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

売上高 235百万円 14百万円

 仕入高 121 94

販売費及び一般管理費 149 222

 営業取引以外の取引高 100 79

前事業年度
(自　2020年４月１日
  至　2021年３月31日)

当事業年度
(自　2021年４月１日
  至　2022年３月31日)

給料及び手当 426百万円 529百万円

賞与引当金繰入額 23 45

広告宣伝費 371 455

減価償却費 20 43

誘客費 229 388

（損益計算書関係）

  ※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59％、当事業年度55％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度41％、当事業年度45％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３　助成金収入

　　　当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金及び感染拡大防止協力金であります。

※４　受取補償金

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当社の観光事業においてＧｏＴｏトラベル事業に係る補償金受取額等を計上しております。

当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　観光事業において、ＧｏＴｏトラベル事業等に係る補償金受取額を計上しております。

※５　助成金収入

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金であります。

※６　災害による損失

　前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　2021年２月に発生した地震の原状回復費用であり、このうち災害損失引当金繰入額は11百万円であります。

　当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　2022年３月に発生した地震に伴う原状回復費用であり、このうち災害損失引当金繰入額は11百万円であります。

※７　臨時休園による損失

　前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府からの緊急事態宣言の発令を受け、臨時休園となった観光事業のス

パリゾートハワイアンズの一部施設で発生した固定費（人件費、減価償却費等）及び貯蔵品の廃棄損等を計上して

おります。
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※８　事業構造改革費用

　前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当社において、一層の業務効率化及び経費削減並びに全社視点からの業務への取組の促進等を目的として実施し

た本社機能及び事業拠点のいわき市への集約に伴い発生した費用を事業構造改革費用として特別損失に計上してお

ります。

　その主な内訳は、東京本社移転費用及び東京本社従業員に対する割増退職金であります。

　当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　当社において、一層の効率的な体制構築を図ることを目的として行った希望退職者の募集に応募した従業員に対

する割増退職金等であります。

区分
前事業年度
（百万円）

子会社株式 582

関連会社株式 101

区分
当事業年度
（百万円）

子会社株式 582

関連会社株式 101

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2021年３月31日）

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

当事業年度（2022年３月31日）

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 1,378百万円 2,095百万円

土地 718 718

投資有価証券評価損 514 537

貸倒引当金 472 474

資産除去債務 149 152

賞与引当金 41 52

減損損失 18 18

未払金 5 －

その他 61 67

繰延税金資産小計 3,361 4,117

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,378 △2,095

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,982 △2,019

　　　　　　評価性引当額小計 △3,361 △4,115

　　　　　　繰延税金資産合計 － 2

繰延税金負債

土地 △1,563 △1,496

その他有価証券評価差額金 △384 △347

資産除去債務 △66 △63

その他 △76 △76

繰延税金負債合計 △2,091 △1,985

繰延税金資産(負債)の純額 △2,091 △1,983

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

　前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

- 95 -



（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 9,414 89 0 629 8,873 18,214

構築物 2,565 89 － 223 2,431 7,006

機械及び装置 1,279 46 1 137 1,186 2,260

車両運搬具 0 － － － 0 42

工具、器具及び備品 381 73 0 109 345 1,279

土地 13,754 － － － 13,754 －

リース資産 431 7 － 103 336 322

建設仮勘定 318 260 301 － 277 －

計 28,145 566 303 1,203 27,205 29,126

無形固定資産 借地権 8 － － － 8 －

ソフトウエア 159 0 － 46 113 122

リース資産 18 － － 5 12 15

その他 10 1 － 0 10 4

計 196 1 － 53 145 142

投資その他の資産 投資不動産 6,182 －
219

(219)
4 5,958 160

計 6,182 －
219

(219)
4 5,958 160

建物

構築物

台山ハイツ

　マウナヴィレッジ

67百万円

39

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（注）１.「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

        ２.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 1,550 6 1 1,555

賞与引当金 137 173 137 173

災害損失引当金 11 11 11 11

【引当金明細表】

（単位：百万円）

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日・３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

　　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号　みずほ信託銀行株式会社

取次所                              ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に

よる公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

当社の公告掲載URLは次のとおり。　http://www.joban-kosan.com/

株主に対する特典

株主優待の確定日 ３月31日・９月30日

有効期間 自　受領日　至　６月30日・自　受領日　至　12月31日

優待方法及び割当方法

所有株式数
スパリゾートハ
ワイアンズ株主
入場ご優待券

ホテルハワイア
ンズ，ウイルポ
ート，モノリス
タワー共通株主
ご宿泊割引券

スパリゾートハ
ワイアンズ，
スパリゾートハ
ワイアンズ・ゴ
ルフコース共通
お食事割引券

スパリゾートハ
ワイアンズ・ゴ
ルフコース施設
利用割引券

長期・大口保有
施設利用券

３年以上継続保
有

(年１回３月末)

100株以上 ３枚 １枚 １枚 １枚 ー

500株以上 ４枚 ２枚 ２枚 ２枚 5,000円相当分

1,000株以上 ６枚 ４枚 ４枚 ４枚 10,000円相当分

10,000株以上 ８枚 ５枚 ５枚 ５枚 30,000円相当分

利用施設

スプリングパー
ク，ウォーター
パーク，江戸情
話与市，スパガ
ーデンパレオ

ホテルハワイア
ンズ，ウイルポ
ート，モノリス
タワー

スパリゾートハ
ワイアンズ，
スパリゾートハ
ワイアンズ・ゴ
ルフコース

スパリゾートハ
ワイアンズ・ゴ
ルフコース

スパリゾートハ
ワイアンズ，
スパリゾートハ
ワイアンズ・ゴ
ルフコース

特典

入場無料
同伴者２名まで
正規料金50％で
購入可能

特別料金にてご
宿泊

食事料金10％割
引

特別料金にてご
利用

施設利用代金と
してご利用

※宿泊割引券を一部ご利用いただけない期間がございます

第６【提出会社の株式事務の概要】

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける

権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第103期）（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）2021年６月29日東北財務局長に提出。

（２）内部統制報告書及びその添付書類

2021年６月29日東北財務局長に提出。

（３）四半期報告書及び確認書

（第104期第１四半期）（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月12日東北財務局長に提出。

（第104期第２四半期）（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月12日東北財務局長に提出。

（第104期第３四半期）（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月14日東北財務局長に提出。

（４）臨時報告書

2021年７月２日東北財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2022年６月29日

常磐興産株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柳井　浩一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉田　靖史

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる常磐興産株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、常磐

興産株式会社及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

　注記事項（会計方針の変更）に記載されているとおり、会社は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　

2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。



観光事業に関連する固定資産の減損判定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されていると

おり、会社は、観光事業に関連して保有するレジャー設備

等を、当連結会計年度において固定資産として25,807百万

円計上しており、総資産の49.3％を占めている。

観光事業は旅行需要の変化等のリスクに晒されており、

将来において利用人員の減少や利用単価の下落等が見込ま

れる場合、レジャー設備等の観光事業に係る資産グループ

について帳簿価額が回収できなくなり減損損失の計上が必

要となる可能性がある。

会社は、当連結会計年度における観光事業に係る資産グ

ループについて、事業環境の変化に伴い収益性が低下した

ことにより減損の兆候があると判断したが、減損損失の認

識の判定において、当該資産グループから得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回って

いたことから、減損損失を認識していない。資産グループ

の継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見

積りは、事業計画に基づいて行っている。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定

は、注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されてい

る、事業計画の基礎となる利用人員、利用単価及び新型コ

ロナウイルス感染症の収束時期である。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は

不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、

当監査法人は当該項目を監査上の主要な検討事項と判断し

た。

当監査法人は、観光事業に関連する固定資産の減損損失

の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総

額の見積りの妥当性を検討するため、主として以下の監査

手続を実施した。

・　将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な

資産の経済的残存使用年数と比較し、その整合性を検討

した。

・　将来キャッシュ・フローについて、事業計画との整合

性を検討した。

・　経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、

過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・　資産グループの継続的使用によって生ずると見込まれ

る将来キャッシュ・フローについて、重要な仮定である

利用人員、利用単価及び新型コロナウイルス感染症の収

束時期の設定根拠を把握するとともに、所管部署への質

問並びに過去の実績データ及び利用可能な外部データと

の比較に基づく検討を行った。

・　資産グループの使用後の処分によって生ずると見込ま

れる将来キャッシュ・フローについて所管部署への質問

及び不動産鑑定評価との整合性を検討した。

・　会社が将来キャッシュ・フローの見積りに用いた重要

な仮定について、将来の変動リスクを考慮した感応度分

析を行った。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。



　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、常磐興産株式会社の2022年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、常磐興産株式会社が2022年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。



　（注）　１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

  監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上



独立監査人の監査報告書

2022年６月29日

常磐興産株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柳井　浩一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉田　靖史

観光事業に関連する固定資産の減損判定

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（観光事業に関連する固定資産の減損判定）と

同一内容であるため、記載を省略している。

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる常磐興産株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第104期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、常磐興産

株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

　注記事項（会計方針の変更）に記載されているとおり、会社は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　

2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内



　（注）　１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2022年６月29日

【会社名】 常磐興産株式会社

【英訳名】 Joban Kosan Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　西澤　順一

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長　西澤 順一は、当社の第104期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）の有価証券報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。



【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2022年６月29日

【会社名】 常磐興産株式会社

【英訳名】 Joban Kosan Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　西澤　順一

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長西澤順一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会

計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内

部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2022年３月31日を基準日として行われており、評

価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性

に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額

的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社２社及び持分法適用関連会社２社を対象として

行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしまし

た。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している６事業拠点を「重要

な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として

売上高、売掛金、棚卸資産、有形固定資産及び売上原価に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、

選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性

が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に

係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

３【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判

断いたしました。

４【付記事項】

該当事項はありません。

５【特記事項】

該当事項はありません。


